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令和７年第３回南阿蘇村議会定例会 議事日程    
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日程第 7   報告第９号 令和６年度一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社

経営状況について 

日程第 8   報告第 10 号 令和６年度株式会社あそ望の郷みなみあそ経営状

況について 

日程第 9   報告第 11 号 令和６年度南阿蘇鉄道株式会社経営状況について 

日程第 10   認定第１号 令和６年度南阿蘇村一般会計決算の認定について 
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日程第 24   議案第 39 号 南阿蘇村名誉村民条例の一部改正について 

日程第 25   議案第 40 号 令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算（第２号）
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日程第 28   議案第 43 号 令和７年度南阿蘇村上水道事業会計補正予算（第

１号）について 

日程第 29   議案第 44 号 令和７年度南阿蘇村簡易水道事業会計補正予算

（第１号）について 

日程第 30   議案第 45 号 村道路線の認定について 

日程第 31   議案第 46 号 工事請負契約の締結について 

日程第 32   議案第 47 号 工事請負契約の締結について 

日程第 33   一般質問  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．出席議員は次のとおりである。（１２名） 

 １番  丸 野 隆 大    ７番   河 内 克 也 

 ２番  工 藤 眞 巳    ８番   市 原 恵 一  

 ３番  山 本 涼 子       ９番   後 藤 征 昭  

４番  古 澤 博 之    １０番  橋 本   功  

５番   岡  智 則    １１番  今 村 竜 喜  

 ６番  坂 田 正 也    １２番  山 室 昭 憲 

  

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職・氏名 

村 長   太 田 吉 浩  

副 村 長   園 田 秀 也  

教 育 長   欠 席  

総 務 課 長   藤 本 哲 章  

企 画 観 光 課 長   下 田 朱 美  

教 育 委 員 会 事 務 局 長   古 澤 太 介  

建 設 課 長    笠  功 祐  

会 計 課 長   野 口 幸 広  

健 康 推 進 課 長   今 村 一 行  

農 政 課 長   今 村 洋 一  

住 民 福 祉 課 長   高 宮 喜美男  

税 務 課 長       荒 牧 憲 政  

水 ・ 環 境 課 長      今 村 隆 博  

定 住 促 進 課 長   梅 田 雄 治  

子育て支援課長     吉 弘 泰 彦  

 

５．職務のため会議に出席した者の職・氏名 

議会事務局長   安 達 幹 夫   

議会事務局主幹   長 野 純 哉  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開会 午前１０時００分 

―――――――〇――――――― 

○議長 山室昭憲 おはようございます。定足数を満たしておりますので、ただ

いまから令和７年、第３回南阿蘇村定例会を開催いたします。 

一同その場に御起立をお願いします。 

  礼。おはようございます。着席お願いします。本日は今村教育長より欠席

届が出ていることを御報告いたします。会議を始める前に議長からお願いを申

し上げます。会議中の携帯電話は、電源を切っていただくか、マナーモードに

しておいて、頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。これより本日

の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長 山室昭憲 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本定例会の会

議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定により、５番、岡智則議員。６番、

坂田正也議員を指名いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長 山室昭憲 

日程第２、会期の決定についてを議題といたします。お諮りいたします。本定

例会の会期は本日から９月１２日までの５日間とし、お配りしております会期

日程のとおりとしたいと思います。これに異議ございませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。よって、本定例会は、会議日程のとお

りとし、会期は本日から１２日までの５日間と決定をいたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長 山室昭憲 日程第３、諸般の報告。議長、各委員長及び広域議会議員代

表並びに監査委員等の報告内容につきましては、タブレットに配付のとおり

です。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第 4   報告第６号 専決処分事項の報告について 

日程第 5   報告第７号 専決処分事項の報告について 

日程第 6   報告第８号 令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資

金不足比率の報告について 

○議長 山室昭憲 日程第４、報告第６号、専決処分事項の報告についてから、

日程第６、報告第８号、令和６年度決算に基づく、健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についてまでを議題といたします。それでは、提案理由の説明を



村長に求めます。挨拶もよろしくお願いいたします。 

○村長 太田吉浩 改めて皆様おはようございます。９月の第３回定例会の開

会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げ、提案理由の説明に移らせていただ

きたいと思います。９月になりまして、朝晩は随分しのぎやすくなりましたが、

日中はまだまだ暑い日が続いております。皆様におかれましてはどうぞお体

を御自愛頂きますようお願いを申し上げます。さて、８月の豪雨災害では、熊

本市をはじめ、県内の広い範囲で大きな被害が発生しました。本村にも数か所

の農業災害や村道の被害が発生しましたが、幸い大きな災害には至らず安堵

しているところであります。そのような中、本村と包括連携を締結している上

天草市では、甚大な被害が発生しております。熊本地震の際、全国の市町村か

らお助けを頂いた本村としては、そのときの恩返しとして、災害のたびに被災

市町村に職員を派遣したいと考えております。今回は関係の深い上天草市に

毎日２名ずつ、派遣をしております。日々の業務と両立しながら、多くの職員

が率先して手を挙げていることに心から感謝をしております。また、被災され

た市町村の１日も早い復旧、復興を願っているところであります。さて、先月

１１日には、村が売却後も営業再開ができていなかった白水温泉瑠璃が復活

しました。まずは村民向けのプレオープンということで、大々的な告知はなさ

れていませんが、うわさを聞きつけた村民や隣の高森町からも、連日たくさん

の御利用を頂いているという報告を受けております。今後は持続可能な温泉

運営経営に向けて、村としましても、新たな譲渡先の株式会社ウィルとはしっ

かり連携を図りながら、再生した瑠璃を村の新たなにぎわい拠点の一つに育

て上げたいと考えております。村民の皆様も振るって御利用頂きますよう、お

願いをいたします。また、新聞報道もなされましたが、８月２０日には、村内

保育所において重大な事故が発生いたしました。議会の皆様には事故翌日の

政策懇談会で、御報告申し上げました。その後の経過といたしましては、無事

に縫合手術は成功して、入院されている期間に御自宅に、私と副村長で謝罪に

も伺いました。また、保育所の先生方は毎日のように病院にお見舞いに行って

いただき、術後の経過も順調で予定より早く退院をされました。事故翌週の８

月２９日には、保護者説明会を行い、冒頭私も出席して、保護者の皆様に、謝

罪をお伝えいたしました。説明会においては、保護者の皆様と保育園の職員で

事故の報告と再発防止について話合いを行ったという経緯であります。ケガ

をされた園児は今後も通院が続きますが、後遺症もなく完治されることを願

っております。このような重大な事故を起こしたことについて、村の責任者と

して改めておわびを申し上げます。誠に申し訳ございませんでした。村長就任

から半年がたち、無意識ながら、私自身に気の緩みがあり、それが庁内や職員

に伝染したものと猛省したところであります。いま１度初心に返り、気を引締



めながら、村政運営に当たると同時に、保育園においては今後の再発防止策と

安心安全な保育環境の再構築は、私の責任において、ハードソフト両面から取

り組んでまいることを、ここでお約束をいたします。さて先週はダイヤモンド

婚式と、金婚式表彰を行いました。私が生まれる前に御結婚され、５０年、６

０年と長きにわたり、夫婦で支え合ってこられたお姿に感銘を受けました。ま

た今月は、各地域で敬老会も予定されております。長きにわたり本村をお支え

頂いた多くの先輩方に敬意を表し、感謝する１か月にしたいと思っておりま

す。また先ほど議長からも報告がございましたが、今村了介教育長が体調不良

ということで、今定例会の欠席をされます。そのことも重ねて皆様に御報告を

させていただきます。結びに９月定例会は、令和６年度の決算認定など重要案

件がございます。議会の皆様と活発な議論ができますことを、期待をいたしま

して、開会に際しましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願

いをいたします。引き続き、議案の提案理由を説明させていただきます。本日

議案としまして本定例会に上程いたしましたのは、専決処分の報告が２件、決

算の報告が１件、村出資法人の経営状況報告が３件、決算の認定が７件、条例

の改正が７件、令和７年度補正予算が５件、村村道の認定が１件、工事請負契

約が２件、以上２８件となっております。御審議頂き、議決を頂きますようお

願い申し上げます。それでは各議案につきまして、説明を申し上げます。初め

に報告第６号、専決処分事項の報告についてであります。本議案は、地方自治

法第１８０条第１項の規定により、損害賠償の額を定め和解することについ

て令和７年６月２７日に専決処分をしましたので、同条第２項の規定により

報告するものであります。本件は、令和７年６月３日に発生した事故に関し、

速やかに損害賠償を支払う必要があったことから、地方自治法第１８０条第

１項の規定に基づく専決処分による対応とさせていただきました。なお本村

が負う損害賠償額の全額に損害保険が適用されていることになっております。

事件の概要などは記載のとおりでございます。次に、報告第７号、専決処分事

項の報告についてであります。本議案は、地方自治法第１８０条第１項の規定

により、損害賠償の額を定め和解することについて、令和７年７月２５日に専

決処分をしましたので、同条第２項の規定により報告するものであります。本

件は令和７年６月２１日に発生した事故に関し、速やかに損害賠償請求を支

払う必要があったことから、地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分による対応とさせていただきました。なお本村が負う損害賠償の全額

に損害保険が適用されることとなっております。事件の概要、は、記載のとお

りでございます。次からは令和６年度決算の報告案件です。報告第８号、令和

６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてであり

ます。本件は地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、令和６年度



決算における健全化判断比率及び資金不足比率について、監査委員の審査に

対し、意見をつけて報告するものです。健全化判断比率のうち、実質赤字比率

及び実質連結実質赤字比率については、赤字額はありません。実質公債比率に

ついては、令和６年度の比率は１４.０％となり、早期健全化基準の２５％を

下回ったものとなっています。また、将来負担比率については、２３.５％と

なり、こちらも、早期健全化基準の３５０％を下回ったものとなっています。

続いて資金不足比率についてですが、本村の上水道事業会計、簡易水道事業会

計、下水道事業会計とも資金不足はありません。 

○議長 山室昭憲 以上で報告第６号から報告第８号までの説明を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第７、報告第９号、令和６年度一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社

経営状況について 

○議長 山室昭憲 日程第７、報告第９号、令和６年度一般社団法人南阿蘇村農

業みらい公社経営状況についての説明を執行部に求めます。今村農政課長。 

○農政課長 今村洋一 おはようございます。農政課の今村です。報告第９号の

一般社団法人南阿蘇村農業公社の経営状況について説明をさせていただきま

す。資料は議案書に添付しております。公社の決算報告書となります。それで

は、まず３ページをお開きください。この表は、会社の令和７年３月３１日時

点の財政状況を表す貸借対照表となっておりまして、１番下の行になります

が、左欄の資産の部と、右欄の負債、純資産の部の合計はともに、４,６１２

万８,３６７円であり、右欄の下から３行目、繰越し利益剰余金は１,２５５万

４,８８８円とプラスになっております。次に４ページをお開きください。こ

の表は、公社の１年間の経営状況を表す損益計算書でして、１行目の当期売上

高は、３,９０５万６,６２１円で、ほぼ平年並みとなりました。売上高の主な

内訳は、そばや米の農産物の販売及びそばの刈取りや乾燥調製の作業受託料

になります。続きまして、売上げ原価ですが、この中の期首期末ともに商品卸

高はいずれもほぼそばの卸高になります。仕入れ高１,９８２万８,０３８円

の内訳は、１,６２６万２,８４７円が、そばの仕入れ額でほぼそばの仕入れに

係るものです。当期製品製造原価は１,７４７万６,２９２円で、昨年に比較し

ましても、ほぼ昨年同等となりました。４ページに戻りまして、その結果、売

上げ総利益は４６万９０５円販売費及び一般管理費が５１３万７,４６９円

で、今期の営業利益はマイナス４６７万６,５６４円となりました。営業外収

益では、雑収入が２２５万１,９１９円となっておりますが、その主な内訳は、

みどり交付金に伴う国の補助金１８４万５,１０５円、県の有機農業環境整備

モデル事業補助金が２７万９,０００円などとなっております。結果としまし

て、当期純利益はマイナス２４８万８,９２０円の赤字決算となりました。次



に、７ページをお開きください。この表は、ただいまの公社全体の損益計算書

をそば部分とそれ以外に分け分けたものとなっています。そばの作業受託販

売に関しては、５１３万円の黒字となりましたが、農地集会研修等で５１４万、

管理費で２３５万のマイナスとなりました。管理費は営業外収益の項目に雑

収入を記載していますが、営業利益には営業外収益を含めないため、営業利益

の計算には含まれておりません。最後に、令和７年度の収支計画につきまして、

御報告いたします。８ページを御覧ください。この表はそば部門とそば以外の

収支計画となっております。そば部分に関しては、売上高が１,０００万円ほ

ど増加し、一方で、仕入れ高が１,０００万円ほど増加しております。賃金燃

料代も増加することにより、営業利益は２６２万５,４００円を見込んでいま

す。農地仲介研修等では、作業受託収入の増加や農産物販売の増加を見込んで

２４６万３,５４２円のプラス、管理費については、収支の見直しを進めるこ

とで、９９万５,８００円のマイナスとなります。事業全体の営業利益として

は、４０９万３,１２４円を見込んでいます。以上が令和７年度の収支見込み

となっております。本年度も、南阿蘇産そばのブランド化による生産者の手取

り価格上昇を図るとともに、新規就農プロジェクトの地域おこし協力隊の募

集を継続して、土地利用型農業を中心とした担い手の育成に努めてまいりま

す。あわせて、公社全体で黒字経営が続けられるよう、引き続き指導してまい

ります。以上で、一般社団法人南阿蘇村農業公社の経営状況についての報告を

終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

日程第 8   報告第 10 号 令和６年度株式会社あそ望の郷みなみあそ経営状

況について 

日程第 9   報告第 11 号 令和６年度南阿蘇鉄道株式会社経営状況につ

いて 

○議長 山室昭憲 日程第８、報告第１０号、令和６年度株式会社あそ望の郷南

阿蘇経営状況について及び日程第９、報告第１１号、令和６年度南阿蘇鉄道株

式会社経営状況についての説明を執行部に求めます。下田企画観光課長。 

○企画観光課長 下田朱美 おはようございます。企画観光課の下田です。報告

第１０号の株式会社あそ望の郷南阿蘇の経営状況について説明させていただ

きます。資料は議案書に添付しております会社の決算報告書となります。それ

ではまず、１ページを御覧ください。この表は会社の令和７年３月３１日時点

の財政状況を示す貸借対照表となっております。１番下の行になりますが、左

欄の資産の部と右欄の負債、純資産の部の合計はともに３億７,０５２万７,

９６７円であり、左欄の下から３行目、繰越し余剰金、繰越し利益余剰金は１

億３０７万９,０２２円となっております。２ページを御覧ください。この表

は、会社の１年間の経営状況を示す損益計算書の当期と前期を比較したもの



でして、１行目、当期売上高は５億３,５０８万７,０００円。対前年マイナス

５億３,４３０万円２,０００円で、３０万２,０００円の減となりました。こ

の大幅な減は、令和６年度より、白水温泉瑠璃、物産館自然庵、水加工場白水、

長陽パークゴルフ場について、指定管理より外れたことが原因となっており

ます。なお、あそ望の郷物産販売において、インボイス制度における取扱いに

関連し、令和５年度までは、農産物及び加工品の委託販売については、仕入れ

消化方式による買取り支払いとしてきましたが、令和６年度より１,０００万

未満の方の非課税対象者消費税分を負担する必要が生じることから、買取り

支払いではなく、通常の委託販売方式に変更となっております。そのため、生

産者からは受託品手数料として徴収しているため、表の３行目に、令和６年度

より新たに受託品手数料の項目を追加しております。受託品手数料は７,５９

１万８,０００円となっております。８行目の仕入れ高は２億７３８万７,０

００円、対前年マイナス３億５,７７８万８,０００円となっており、結果、当

期純利益は、１番下になりますが、マイナス９１万。対前年マイナス４５３万

８,４５８万８,０００円となりました。純利益が減となった１番の要因とい

たしまして、村から一部補助があったものの、委託管理施設の移行業務に伴い、

人件費等の経費がかさんだためであります。次に、３ページを御覧ください。

この表は、損益計算書の販売費及び一般管理費の内訳を示したものであり、１

番下になりますが、３億４,９１７万１７万円、対前年１億６,８５３万１,０

００円の減となっております。次に４ページを御覧ください。この表は、会社

全体の損益計算書を施設ごとに分けたものとなっております。下段の表にあ

りますように、総務経費分配をした後の合計利益については、あじわい館のみ

が黒字決算となり、当期もあじわい館が全体の経営を大きく支えているのを

見ることができます。その他、御覧のとおりです。次のページから売上げと利

用実績について報告させていただきます。それでは５ページを御覧ください。

黄色の部分になります。まず、パークゴルフ場久木野ですが、当期の売上高合

計は７５０万円で前年比９２.５％、利用者数は１万１,６９７人で前年比の

９０.２％となっております。パークゴルフ人口減少、夏季期間中の基本上昇

の影響を受け、特に８月は対前年比６２.１％まで減少いたしました。また１

０月１１月も連日夏日の気温が続いたことから、来場者数減により、結果、売

上げを伸ばすことができず、減収となりました。次にあじわい館の売上高につ

きましては、合計２億８,３８４万８,０００円で前年比５２.７％となってお

ります。表では大幅減となっておりますが、これは先ほど申し上げました、直

売店舗での販売方式の変更によるものであります。実際の売上げ利益は昨年

度より１,０００万ほど増となっております。また、利用者数は３５万４,６７

６人で前年比１００.３％と昨年を上回っております。令和５年度より継続し



ておりますフラワープロジェクトの実施、各種媒体での取り取扱い効果によ

り来場者数増となりました。また赤牛の館との新メニュー開発などにより、売

上げ増となりました。次に赤牛の館の売上高につきましてですが、合計１億６,

８０３万４,０００円で前年比９４.６％減となっております。一方利用者数

につきましては、１万７,８８６人で前年比１０６.８％と昨年を上回ってお

ります。売上げについては、物価上昇による消費者の節約志向等で、特に生肉

販売につきましては、前年の８８％ほどとなり、売上げ減となりました。一方

レストランにおいては新たに取り入れた赤牛丼が好評であり、来場者数は前

年比増となりました。次にそば道場の売上高につきましては、合計８,８５７

万５,０００円で前年比８６.４％、利用者数は４万１,２６８人で、前年比１

０４.１％となっております。そば販売及び製粉部分の事業を南阿蘇みらい農

業みらい公社へ移管したことにより、売上高減となっております。なお、レス

トラン及び体験につきましては、好評であり、来場者数増となりました。６ペ

ージは先ほど申し上げましたように、記載施設につきましては、令和６年度よ

り指定管理より外れたため、実績はゼロとなっております。次に７ページを御

覧ください。この表は、令和６年度末現在における施設ごとの従業員数を記載

したものでありまして、表の下段、全体合計欄のとおり、正社員が男女合わせ

て４３人、契約社員が６人、嘱託社員が０、短期パート４人、アルバイト１８

人、合計７１人となっております。４施設の運営が指定管理から外れたことも

あり、昨年度末からしますと、従業員が男女合わせて３３人の減となっており

ます。最後に、令和７年度の収支計画につきまして御報告いたします。８ペー

ジを御覧ください。この表は施設ごとの収支計画となっております。なお、令

和７年度における会社の運営は４施設となっております。施設ごとに説明い

たしますと、まず、パークゴルフ場久木野ですが、健康増進、憩いの場として

の施設を目指し徹底した整備と公園管理及び新規利用者の獲得、売店販売の

強化を図り、売上高は１,２００万円を目指して、おります。あじわい館は、

お客様と生産者をつなぐ施設としての役割を担い、利用者の満足度を高める

ことを基本方針とし、物産品販売においては、土産品の充実、季節ごとの新商

品導入など、商品原価に留意しつつ、ニーズの高い商品の拡充に努めることと

しております。またレストランにつきましては引き続き、随時食事メニューの

見直し、適正な商品価格設定に努めることとしております。光熱費高騰もあり

ますが、節水節電に努めるとともに、人員不足で支障を来さないよう、職員の

業務対応レベルアップにも努めることとし、売上高で２億８,７００万円を目

標としております。赤牛の館は、高付加価値をつけた店頭販売の促進や新メニ

ューの導入ネット販売強化、ふるさと納税返礼品商品見直しを図るなど、売上

高で１億８,０００万円を目標としております。そば道場は季節ごとに旬の食



材を使った新メニュー開発及び新規顧客の開拓を図ることで、売上高で９,１

００万円を目指す目標としております。以上が各施設の売上げ見込みとなっ

ております。本年度も引き続きフラワープロジェクトの実施や各種媒体での

ＰＲによる集客増を目指し、会社全体で売上高、１０６.５％、赤字収支の解

消に努めてまいりますが、さらなる黒字化に向けた経営努力を続けるよう、引

き続き指導してまいります。以上で株式会社あそ望の郷南阿蘇の経営状況に

ついての報告を終わります。続きまして、報告第１１号の南阿蘇鉄道株式会社

の経営状況について説明をさせていただきます。資料は議案書に添付してお

ります会社の決算報告書となります。それではまず１ページを御覧ください。

この表は、会社の令和７年３月３１日時点の財政状況を示す貸借対照表とな

っておりまして、１番下の行になりますが、左欄の資産の部と右欄の負債、純

資産の部の合計はともに、２億２,３３６万１,３８０円である。左欄の下から

３行目、繰越し利益余剰金は５,２３４万１,６１３円となっております。次に、

２ページを御覧ください。この表は会社の１年間の経営状況を示す損益計算

書となっております。鉄道事業の収益は１億１,８４５万２,５１６円。費用は

１億５,６７８万５,２４０円。旅行業収益７９万８,８８４円。費用は３６万

３,９５９円。営業外収益４,６１２万７,２４６円、費用は２,７８０万４,８

９５円。特別損益として補助金５,２３７万７,５００円。固定資産圧縮損２,

７６６万９,４９７円。以上により、税引き前当期利益は５１７万２,５１５円、

それから法人税等３１８万４,１００円を計算した結果、当期利益は１９８万

８,４１５円となっております。次に３ページを御覧ください。この表は、株

主資本等の変動計算書です。令和６年４月１日時点の純資産合計額は１億５,

０３５万３,１９８円。当期純利益額が１９８万８,４１５円のため、当期末残

高は１億５,２３４万１,６１３円となっております。次に４ページを御覧く

ださい。参考資料として、平成２６年度から令和６年度の輸送状況を添付して

おります。令和６年度の輸送人員は２５万９,７１０人となり、昨年度より５

万５,８１５人の増となっております。最後に５ページを御覧ください。令和

６年度の旅客輸送収入状況を添付しております。令和５年度１億８４５万２,

０００円に対し、令和６年度は１億１,６９９万３,０００円となり、８５４万

１,０００円の増となっております。冬季は令和５年７月の全線開通部分は一

旦落ちつきを見せ、観光利用も夏から秋にかけて減少したものの、前年度及び

震災前の平成２７年度を上回っております。また、高森高校マンガ学科開設に

よる通学定期利用効果が顕著でありました。営業外収益について、高森駅売店

収益等は過去最高となっております。法定検査にて普通車両１台全般検査を

中央地域公共交通確保維持改善事業補助金にて実施、観光目的の利便性向上

のための社内クレジット決済端末前導入、キャッシュレス対応券売機を高森



駅、立野駅に４台、社会資本整備総合交付金を活用し、設置いたしました。な

お、輸送の安全面において重大インシデントが１件発生、自然災害に起因する

輸送障害も発生いたしました。社員教育訓練については、危機感を持って未然

の事故防止に努める安全風土の醸成に努め、今期はＪＲ九州乗り入れ区間で

の車両事故を想定したＪＲ九州と合同実施訓練も行われました。今後も安定

した持続可能な鉄道経営ができるよう、南阿蘇鉄道株式会社、沿線自治体、熊

本県、ＪＲとも連携し取り組んでまいります。以上、南阿蘇鉄道株式会社の経

営状況報告を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第 10   認定第１号 令和６年度南阿蘇村一般会計決算の認定につ

いて 

日程第 11   認定第２号 令和６年度南阿蘇村国民健康保険特別会計決

算の認定について 

日程第 12   認定第３号 令和６年度南阿蘇村介護保険特別会計決算の

認定について 

日程第 13   認定第４号 令和６年度南阿蘇村後期高齢者医療特別会計

決算の認定について 

日程第 14   認定第５号 令和６年度南阿蘇村上水道事業会計決算の認

定について 

日程第 15   認定第６号 令和６年度南阿蘇村簡易水道事業会計決算の

認定について 

日程第 16   認定第７号 令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決算の認

定について 

○議長 山室昭憲 日程第１０、認定第１号、令和６年度南阿蘇村一般会計決算

の認定から、日程第１６、認定第７号、令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決

算の認定についてまでを議題といたします。それでは、提案理由の説明を村長

に求めます。村長。 

○村長 太田吉浩 説明をさせていただきます。それでは、日程第１号、令和６

年度南阿蘇村一般会計決算の認定についてであります。一般会計の決算額は、

歳入総額が１２０億６,７２３万１,５１４円。歳出総額が１１４億１,４２６

万３,０９４円。歳入歳出差し引き額が６億５,２９６万８,４２０円となり、

繰越し明許費、事故繰越しに伴う翌年度に繰り越すべき財源が、１,９３５万

２１１円ありますので、実質収支額は、６億３,３６１万８,２０９円となって

おります。また実質収支額のうち、地方自治法第２３３条の２の規定により、

よる基金繰入額として、実質収支額の２分の１をくだらない額３億２,０００

万円を財政調整基金に積立てております。続いて２ページをお開きください。

認定第２号、令和６年度南阿蘇村国民健康保険特別会計決算の認定について

であります。歳入総額が１６億８,１６８万３,６５９円。歳出総額が１６億７,



０４９万９,１８８円。歳入歳出差し引き額が、１,１１８万４,４７１円とな

り、翌年度へ繰り越すべき財源はありませんので、実質収支額も１,１１８万

４,４７１円となっております。続いて３ページをお開きください。認定第３

号、令和６年度南阿蘇村介護保険特別会計決算の認定についてであります。歳

入総額が１７億９,１５３万９,６４６円、歳出総額が１７億４,４０６万３,

０３４円。歳入歳出差し引き額が４,７４７万６,６１２円となり、翌年度へ繰

り越すべき財源はありませんので、実質収支額も、４,７４７万６,６１２円と

なっております。続きまして４ページをお開きください。認定第４号、令和６

年度南阿蘇村後期高齢者医療特別会計決算の認定についてであります。歳入

総額が、２億５,１７８万５,３７８円。歳出総額が２億４,１１４万４,２８３

円。歳入歳出先、差し引き額が、１,０６４万１,０９５円となり、翌年度繰り

越すべき財源はありませんので、実質収支額も、１,０６４万１,０９５円とな

っております。続きまして、認定第５号、令和６年度南阿蘇村上水道事業会計

決算の認定についてであります。議案書ホルダー内に上水道事業決算報告書

というファイルがありますので、そちらを御覧ください。それでは１ページを

お開きください。１、収益的収入及び支出の決算額では、収入合計が３,５５

３万７,７５１円。支出合計が、３,８０７万８,６８２円となっております。

次に、資本的収入及び支出の決算額では、収入合計が１,６２２万９,２００円。

支出合計が１,７８９万１,１２４円となっております。そして最後の１５ペ

ージをお開きください。令和６年度南阿蘇村水道事業報告ですが、給水人口は

６３３人、年間配水量は１６万２,４９０立方メートル、前年度より１,７００

立方メートルの増となっております。経理状況では、水道事業収益が、３,５

５３万７５１円に対しまして、水道事業費用は３,８０７万８,６８２円であ

り、差し引き２５４万７,９３１円の純損失となっております。資本的収入及

び支出では、資本的収入が１,６２２万９,２００円。資本的支出が１,７８９

万１,７２４円であり、差し引き１６６万２,５２４円の不足額が生じました。

なお、この資本的収入不足額については、留保資金等で補填をしております。

続きまして、認定第６号、令和６年度南阿蘇村簡易水道事業会計決算の認定に

ついてであります。議案書ホルダー内の簡易水道事業決算報告書というファ

イルがありますので、そちらをお開きください。それでは１ページ目を御覧く

ださい。１、収益的収入及び支出の決算額では、収入合計が３億１,６３２万

８,４６２円。支出合計が２億７,７９７万１,８００１,８８９円となってお

ります。続いて、２ページの資本的収入及び支出の決算額では、収入合計が２

億９,９９０万６,０００円。支出合計が３億５３７万６,８０５円となってお

ります。そして最後の１５ページをお開きください。令和６年度南阿蘇村簡易

水道事業報告ですが、給水人口は７,６９４人、年間配水量は、８６万３,３７



０立方メートルで、前年度より、２７万４,５６６立方メートルの減となって

おります。経理状況では、水道事業収益が３億１,６３２万８,４６２円に対し

まして、水道事業費用は２億７,７９７万１,８８９円であり、差し引き３,８

３５万６,５７３円の純利益となっております。資本的収入及び支出では、資

本的収入が、２億９,９９０万６,０００円。資本的支出が３億５３７万６,８

０５円であり、差し引き５４７万８０５円の不足額が生じました。なおこの資

本的収入不足額については、留保資金等で補填をしております。続いて認定第

７号、令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決算の認定についてであります。議

案書ホルダー内に下水道事業決算報告書というファイルがありますのでこち

らを御覧ください。それでは１ページ目でございます。収益的収入及び支出の

決算額では、収入合計が１億９,３５４万６,７３９円。支出合計が１億８,８

６７万３,５４４円となっております。次に、資本的収入及び支出の決算額で

は、収入合計が、８,３０３万２,０００円。支出合計が１億１,８１５万２,２

６１円となっております。そして最後の１６ページをお開きください。令和６

年度南阿蘇村下水道事業報告ですが、排水人口は１,６３７人、年間総処理水

量は１４万４３１立方メートルで、前年度より、２,３１０立方メートルの減、

年間総汚泥処理処分量は２,０２３立方メートルで前年度より１立方メート

ルの減となっております。経理状況では、下水道事業収益が、１億９,３５４

万６,７３９円に対しまして、下水道事業費用は、１億８,８６７万３,５４４

円であります。差し引き４８７万３,１９５円の純利益となっております。資

本的収入及び支出では、資本的収入が８,３０３万２,０００円。資本的支出が

１億１,８１５万２,２６１円であり、差し引き３,５１２万２６１円の不足額

が生じました。なお、この資本的収入不足額については、留保資金等で補填し

ております。以上決算の認定について一括して説明を申し上げました。どうぞ

認定を頂きますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長 山室昭憲 以上で、認定第７号までの説明を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１７ 決算審査の報告 

○議長 山室昭憲 日程第１７、決算審査の報告を代表監査委員の吉里啓文氏

にお願いをいたします。 

〇代表監査委員 吉里啓文 監査委員をしております吉里でございます。同じ

く議会選出の河内議員とともに、令和６年度の決算監査を行いましたので報

告させていただきます。１ページを御覧頂きたいと思います。令和６年度決算

審査意見書。審査の概要。①審査の対象。（１）の令和６年度南阿蘇村一般関

係集歳入歳出の決算から、（７）の令和６年度南阿蘇村総下水道事業会計決算

までを対象として審査を行っております。審査の期間は令和６年７月１１日



から１７日までの実質４日間を行いました。審査の方法に当たりましては、下

の（１）決算計数に誤りがないか。その下の（７）、事業関係においては、合

理的且つ能率的に運営されているかの諸点に重点を置き、監査を実施いたし

ました。④監査の結果、令和６年度一般会計特別会計の歳入歳出決算書、同事

項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠

して作成されており、決算計数は関係諸帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤

りがないものと認められました。また、各基金の運用状況を示す書類の計数に

ついても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、決算は適法且つ適正であ

ることを認めました。詳細については、以下で述べます。２ページをお願いし

ます。総括。令和６年度一般会計特別会計歳入歳出決算は、下の表の１のとお

りでございます。合計で申し上げます。歳入決算額１５７億９,２２４万１９

７円、歳出決算額１５０億６,９９６万９,５９９円。差引残高７億２,２２７

万飛んで５９８円となっています。一般会計について、財政の推移と収支状況、

令和６年度における南阿蘇村普通会計を対象とした総決算額は、歳入、総額１

２０億６,７２３万１,５１４円、歳出総額１１４億１,４２６万３,０００飛

んで９４円で差し引き残額、６億５,２９６万８,４２０円を次年度へ繰越し

ております。財政収支状況では、歳入から歳出を差し引いた差し引き額、形式

収支は６億５,２９６万９,０００円、翌年度へ繰り越すべき財源は１,９３５

万円を差し引いた６億３,３６１億９,０００万の黒字決算となっております。

また、財政指数となる実質公債比率は１４％ということで、前年比プラス１.

３ポイントとなっております。３ページをお願いします。先ほど申し上げまし

た、６年度の歳入歳出形式収支につきましてはここに書いてあるとおりでご

ざいます。下のほうの財政運営の状況につきまして、健全な財政運営の状況は、

要件は、収支の均衡を保持しながら、県道、経済変動や住民の要望に対応しう

る弾力性を持つものでなければなりません。そのような視点から、一般会計に

おける財政力の動向、財政構造の弾力性等について総合的に検討いたしまし

た。なお、財政構造の健全性を保つには、次の５ページの表３の数字が望まし

いとされております。４ページを御覧ください。収支均衡の原則、財政の堅実

性の観点からは、まず、実質収支が黒字であるということが必須の要点となり

ますが、その黒字額は財政標準財政規模の３％から５％が望ましいとされて

います。本年度の実施収支比率は９.８％となっており、標準財政規模に対し

て高い数値となっております。財政力指数、この指数は地方公共団体の財政上

の能力を示すものであり、この指数が１に近いほど財政力が強いと見ること

ができます。また強い行政活動をすることが可能となり、余裕財産の財源の保

有をすることになります。本年度の指数は、令和６年度ですけれども、０.２

１と前年に比べて変わりがございません。経常収支比率、財政構造の弾力性は、



経常収支比率により判断されます。その比率としての目安は７５％以下程度

が望ましいとされております。この比率が低いほど弾力性があり、その余力は

諸事業などの経費に充当が可能になり、財政構造が弾力性に富んでいること

を示します。本年度は９５.９％となり、前年度より０.５ポイント増加してお

ります。震災や新型コロナウイルスの影響等により、しばらくの間は村税等の

税収は期待できません。また、地方交付税の合併特例措置の終了等を考慮して、

国の動向を注視しながら弾力性の向上に向けて、義務的経費、人件費、補助金

負担金扶助費等の削減等が最大限必要あります。実質公債比率、この比率は、

総務省の財政指数で自治体に収入に対する借金返済額の比率を示すものであ

ります。これまでの起債減制限比率には反映されられなかった一般会計から

特別会計及び広域行政事務組合への繰出金も含まれ、自治体の財政、財政実態

をより正確に把握できる指数指標となっております。一般財源の占める公債

費償還額の負担の状況を示す指数で、この比率が高いほど財政の硬直化が示

すものです。この数値が１８％以上になると、新たに地方債を発行し、借金す

る際に、財政運営の計画を立てて、国や県の許可が必要となります。村におい

てはこの比率が１４％、これ３年間平均ですが、の基準で中は１８％を下回っ

ております。単年度で見ると昨年度より０.３ポイントの増ですが、今後も公

債費の推移などを踏まえ、有利な起債の選択にと、計画に有効な投資が必要で

あります。以上の財政の計画性、弾力性等の観点から検討してみましたが、熊

本地震からの復興事業に係る地方債の償還金の影響もあり、予算規模が大き

くなり得るかもしれませんが、経常収支比率の増加等、財政状況の悪化が懸念

される。今後とも自主財源の確保に努め、経費の節減を行いながら、計画的に

重点目標を設定し、政策遂行のための予算編成と経済効果等を慎重に検討さ

れ、住みよい村づくりの実現に向けて、より一層の行政効果を上げるべく努力

されることを望みます。次５ページをお願いいたします。先ほど説明しました

財政小指数の推移について、ここに掲載されております。自主収支比率が標準

値は３％から５％が望ましいとされておりますが、６年度は９.８％となって

おります。その他それぞれに比較をしていただければいいかと思います。次に

歳入につきまして、令和６年度一般会計歳入決算は予算現額１３３億４,４７

４万５,０００円。調定額１２５億３,１１６万９,０００飛んで６３円に対し、

収入済額が１２０億６,７２３万１,５１４円。不納欠損額が６５８万１,４９

４円、収入未済額が４億５,７３５万６,０００飛んで５５円となっており、調

定額に対し、収入済みの執行率が９６％となっております。次に歳入の構成と

しまして、自主財源と依存財源に区分した財源内訳は、次のページ、表４のと

おりであります。自主財源と依存財源の構成割合は２８.５対７１.５となっ

ており、自主財源の占める割合は非常に低く、今後も自主財源の確保に厳しい



状態に置かれております。依存財源の地方交付税、国県支出金、起債が歳入の

６７.６％を占めており、さらなる地方交付税及び国県支出金の減額が憂慮さ

れるため、財源確保に努めていただきたいというふうに思っております。次６

ページをお願いいたします。６ページの表、表４にありますように、歳入に占

める割合で、自主財源の小計で２８.５％、依存財源の小計が７１.５％となっ

ており、依存財源が非常に高くなっております。次に自主財源ですけれども、

表の５の１、村税の科目別徴収状況の一覧表を載せております。上の表の５－

１の合計欄ですけれども、不納欠損額６５８万２,０００円、収入未済額３,５

９０万４,０００円というふうになっております。この辺をもう少し行政のほ

うには頑張っていただきたいというふうに思っております。８ページをお願

いいたします。収入未済額、不納欠損の状況。収入未済額、本年度収入未済額

は、村税関係で４,８０３万９,０００円。使用料及び手数料関係で２,６２１

万４,０００円であります。これらのほかの金額も多少ありますが、幾つかの

科目で計上されております。税関係では、主たるものは村民税、固定資産税が

上位を占めており、使用料及び手数料は住宅使用料等でございます。今回の審

査で、村の貴重な自主財源である村税等の収入未済額がまだまだ相当占めて

おります。まだ納税に対する意識の欠如があると考えられますが、納税者に対

して理解を得られるよう積極な取組をお願いいたします。村税は村にとって

自主財源の確たるもので、特に重要な部分部門であるとの観点から、関係課職

員による臨戸徴収が行われた結果、ほとんどの科目で前年度より徴収率が増

となっております。訪問しながら、未納者の理解を得るべく努力され、苦労も

多いと思いますが、今後とも実効が上がるべく各種の方策を取り入れて、善良

なる納税者との関係を考えて、時効にならないよう、さらなる努力を望むもの

です。本年度の村税の不納欠損額は、村民税、固定資産税及び軽自動車税であ

り、不納欠損額が６５８万２,０００円です。その内訳は、次の表の５－１の

とおりでございます。不納欠損の処分は、一旦課税した税を地方税法に基づき、

放棄をするもので、適正に厳正を期する必要がございます。内容を見ると徴収

に対して督促状、催告状、自宅訪問等大変どうぞ努力をされていますが、無財

産、所在不明や経済的事情等の理由により、どうしても徴収が不可能な状態も

あります。税法の規定によりやむを得ないと考えられます。調定及び帳簿の整

備、業務の中で、予算編成から決算に至るまで、調定を必要とする部署におい

ては、数値の変動を随時調定後に整理していく必要がございます。過年度分の

調定額は前年の決算における未収額が反映されるべきですが、差異が生じる

こともあり得ます。そういった事態が発生した場合はそれが確認できる資料

を整理し、調定簿にて決裁を受けることが当然でございます。以前は一部の課

において、調定数値の変動を的確に説明できない科目がありましたが、今回の



審査では、各科目において説明資料の整理がなされ、調定後に適正な処理がな

されてございます。今後とも適正な事務処理をお願いいたします。次に、歳出

についてです。令和６年度一般会計歳出予算は予算現額１３３億４,４７４万

５,０００円に対し、支出済額１１４億１,４２６万３,０００飛んで９４円で、

執行率は８５.５％でございました。主な歳出につきましては、以下の表に載

せているとおりでございます。１０ページをお願いいたします。歳出の性質別

に分析すると、下記の表７のようになります。義務的経費、構成比４３.６％、

投資的経費、構成比１５.８％、その他の経費４０.６％となっておりまして、

義務的経費、人件費や扶助費、公債費の構成比が４３.６％を占めております。

次に、事業別起債高の推移に入ります。起債額は、上の表に載せてあるとおり

でございます。６年度末の起債残高が、新たに６年度の起債借入額を加算した

令和６年度末の起債残高は、１８６億２,７９３万円となっており、全体額で、

令和５年度末と比較して、１３億７,１５０万４,０００円の減額となってお

ります。なお起債については災害復旧事業債、過疎対策事業債、臨時財政対策

債など、できる限り、交付税に有利な起債が設けられております。１２ページ

をお願いいたします。不用額の処理には、事前のチェックを十分に行うこと。

決算書の事項別明細書の中で、不用額部分が見受けられますが、当該年度にお

いての不用額が全体の６.９９％ございました。議会の議決を得て計上された

予算の多額が不用額として残ることは、好ましくありません。できる限り事務

を所管する部署においては、常に予算の執行状況を把握し、早めに減額措置等

の事務処理を行って頂きたいと思います。より一層連携を密にし、特に決算時

期前には、情報交換等を密にするように指摘をしておきます。基金の運営状況

につきまして、地方自治法第２４１条の規定により資金を運用するため、設定

されている基金の運用状況を審査結果、どれも適正且つ効率的に運用されて

おり、帳簿、証票、書類及び預金残高等も全て符合し、計算計数的にも正確で

あることを認めました。なお詳細につきましては別添の令和６年度財産に関

する調書のとおりでございます。一般会計の歳入歳出の決算に当たりまして、

事務処理において一部不受、一部不十分な点も見受けられましたが、全体的に

職員各位のたゆまぬ努力によって、相対的に間違いなく行われていることに

ついて敬意を表します。なお、地方自治法で規定している当該決算における主

要施策の成果説明については、行政効果の客観的判断の資料とされています

から、今回の説明書については各課、各係での村の政策遂行に伴う当該年度の

歩みや予算措置の背景、結果どのような効果が出てきたか等を文書化する方

法での内容となっております。このような成果説明書を作成することは、職員

各位の日常の職務の積み重ねがいかなるものかであったかを顧みることや、

さらに自己研鑽の計画と判断資料になり、必ずそれぞれの分野で職務遂行す



る上において自信につながり、結果として、村民が安心して生活を過ごせる環

境づくりに大いに貢献するものであると思われます。さらに議決された予算

がどのような形で執行され、十分な成果を収められたかを、議会に対して理解

しやすく報告する義務があると判断される課題でございます。次のページ、特

別会計に入ります。国民関係、国民健康保険特別会計。令和６年度における国

民健康保険特別会計の決算額は、歳入総額１６億８,１６８万３,６５９円。歳

出総額１６億７,０００飛んで４９万９,１８８円で、差し引き残額は１,１１

８万４,４７１円となっております。その下、収入未済額と不納欠損状況です

けれども、保険税収入未済額５,１７３万１,８４５円。不納欠損額１,１５９

万８,０００飛んで１２円となっております。歳入の状況、歳出の状況につき

ましては次の表にあるとおりでございます。１４ページをお願いいたします。

平成３０年度に税制改革が行われ、依然として国保財源は厳しい状況にござ

います。令和６年度の総医療費は１３億５,４８１万１,０００円で５年度よ

り３.７％増加しております。１人当たりの医療費は４６万８,０００円で、７.

１％増加しております。総医療費と１人あたり医療費ともに増額傾向にござ

います。前期高齢者の総医療費は８億２,７３３万７,０００円。５年度より７.

４％の増加にございます。高齢化と医療の高度化が影響していることがうか

がえます。多額の収入未済額不納欠損額が計上されていますが、保険税の滞納

は善意な納税者の納税意識を低下させます。徴収事務は困難性を伴いますが、

粘り強く滞納者と向き合い収入未済額の減少に向けてもろもろの政策を講じ

られたりというふうに思います。次に、１５ページ、介護保険特別会計ですが、

令和６年度における介護保険特別会計の決算額は、歳入総額で１７億９,１５

３万９,６４６円、歳出総額１７億４,４００飛んで６万３,０３４円。差し引

き残額は４,７４７万６,６１２円となっております。収入未済額が８６１万

６,９５０円、不納欠損額が２７６万１,３５５円となっております。歳入歳出

についての決算につきましては表のとおりでございます。１６ページ、介護保

険制度は地方分権の観点から市町村保険者として位置づけられています。本

村でも高齢者人口が増大する中、高齢者が安心して暮らせる環境が整った思

いやりの気持ちにあふれた村という理念を掲げ、高齢者が生き生きと生活で

きるよう、介護施設や在宅でのサービス内容の充実に加え、さまざまな介護予

防事業を展開していることがうかがえます。介護保険料の収納状況は、特別徴

収１００％、普通徴収９２.４％、滞納繰越し分１２％となっております。普

通徴収及び滞納繰越し分の徴収率については横ばいでございます。介護給付

金が増加することが予想されている中、第９期においては、基金の残高、２億

９,１０５万８,０００円を取崩し、８期と同額の月額６,６００円の保険料を

設定しております。なお８００万円を超える収入未済額があることから、訪問



や電話、納付書の送付など、各種の方法により滞納者へ納付を促すよう取組を

さらに望みます。１７ページ、後期高齢者医療特別会計についてですが、令和

６年度における後期高齢者医療特別会計の決算額は、歳入総額２億５,１７８

万５,３７８円、歳出総額２億４,１１４万４,２８３円で、差し引き１,０６４

万１,０９５円となっております。収入未済額が１７２万６４０円となってお

ります。歳入歳出の決算額については下の表でございますが、保険料徴収率は

９８.９％であり、５年度より０.１６％増加しております。ただ他の税や下に

比べると高い収納率でありますが、しかし、今後も被保険者の増加が予測され、

保険料の収納は今後の制度運営に大きく影響を与えるものであるため、さら

なる収納率の向上に努めてもらいたいと思います。続きまして公営企業会計

に入ります。最初に、上水道事業会計です。令和６年度における上水道事業会

計決算額は、収益的収入及び支出で、総収益３,５５３万７５１円に対し、総

費用が３,８０７万８,６８２円で、差し引き２５４万７,９３１円の損失とな

っております。また資本的収支及び支出で総収入１,６２２万９,２００円に

対し、総支出１,７８９万１,７２４円となっており、差し引き、１６６万２,

５２４円の不足で、不足額は留保資金等で補われております。なおここに書か

れております金額等につきましては消費税込みで書かれております。また、次

の表中についての金額については消費税抜きで表示されております。収益的

収支も含め、一般会計から２,０８０万７,０００円の補助を受けていますが、

震災復興関係事業における起債償還のためやむを得ないと考えております。

なお、上水道料金の未収金１９３万１,２００円となっていますが、財源確保

と使用者負担の公平を期するため、利用者の理解をさらに深めながら、徴収率

の向上、未収金の解消に一層努力をお願いいたします。次に２０ページ、簡易

水道事業会計です。令和６年度における簡易水道事業会計決算額は収益的収

支及び主支出で、使用収益、３億１,６３２万８,４６２円に対し、総費用で２

億７,７９７万１,８８９円、差し引き３,８３５万６,５７３円の純利益とな

っております。また資本的収支及び支出では、総収入２億９,９９０万６,００

０円に対し、総支出３億５３７万６,８０５円となっており、差し引き５４７

万８０５円の不足となっております。これにつきましては、留保資金等で補填

されております。この表につきましても、今申し上げた数字は消費税込みです

けれども、表にあらわしております数字は消費税抜であらわしてございます。

２１ページの下の段にいきます。令和３年度査定済みの第２次南阿蘇水道ビ

ジョンに基づき今後の水道事業における料金の改定や、久木野地区の村管理

または配水地の新設などを計画的に進めて頂きます。また収益的収支も含め、

一般会計から２億１,６７８万９,０００円の補助を受けていますが、震災復

旧関連事業における起債償還及び公営企業会計移行に伴うものであることか



らやむを得ないと思います。また簡易水道料金の未収金が２,３７０万３,３

９５円となっていますが、財政確保と使用者負担の公平を期するため、利用者

の理解をさらに深めながら、組織的な対応を図ることを、未収金の解消に一層

努力を望みます。次に２２ページ、下水道会計です。令和６年度における下水

道会計決算額は収益的収支及び支出で総収益１億９,３５４万６,７３９円に

対し、総費用で１億８,８６７万３,５４０円。差し引き４８７万３,１９５円

の純利益となっております。また資本的収支及び支出では、総収入８,３００

飛んで３万２,０００円に対し、総支出１億１,８１５万２,２６１円となって

おり、差し引き３,５１２万２６１円で不足しており、不足額につきましては

留保資金等で補填しております。２３ページの下の段にいきます。収益的収支

含め、一般会計から９,２０３万７,０００円の補助を受けていますが、農業集

落排水施設の改修工事や市町村設置型合併浄化槽設置の維持管理、公営企業

会計移行に伴うもので、やむを得ないと考えております。下水道使用料の未収

金が２０２万６２０円となっていますが、財源確保と使用者負担の公平を築

きするため、利用者の理解にさらに深めながら、引き続き、不明水対策を適切

に講じるとともに、さらなる徴収の向上に努めていただきたいというふうに

思います。最後に２４ページ、結びに、令和６年度一般会計特別会計公営企業

会計、それぞれの会計基金の運用状況とあわせて、地方公共団体の財政健全化

に関する法律に基づき、財政指数等について審査を行いました。審査の結果は

それぞれの項目で記載していますが、総体的な部分については、意見を含めて

審査時に指摘してありますので、ここでは省かせていただきます。各課、局と

もに計数等に誤りはなく、関係諸表も全体的に整理され、会計処理は正確であ

ることを認めました。しかしながら、審査の際に、予算執行過程の質問につい

て、担当者より的確な納得のいく答えが得られなかった科目があります。また、

村よりの各種団体への補助金が規則要綱に沿って交付されていますが、補助

金の効果が上がっているか等、再度交付に対して担当者の検証も必要と思い

ます。全体的に村民の信頼を失うことのないよう指摘しておきます。行政事務

については、ワイン用ブドウ生産撤退等問題がありましたが、全体的には村民

の理解と行政担当者の日頃の努力によって厳しい財政状況の中事業が適切に

執行されています。無駄を省き、経費節減に努め、超高齢化社会が進む中、福

祉、農業振興、土木教育、消防等各分野へのきめ細やかなそれぞれの施策が着

実に執行されていることは当然のこととはいえ、高く評価に値すると言えま

す。財政状況につきましては、財政の弾力性を示す経常収支比率が９５.９％

と昨年に比べて０.５ポイント上昇しています。標準値では７５％位以下が望

ましいとされています。地方交付税の減少や災害復旧事業に伴う地方債償還

額負担の増加など、厳しい財政状況であることから、将来的に健全財政を維持



するためには、人件費、団体等の補助金扶助費等の経常経費の見直しと削減に

努め、取り組む必要があります。起債を利用した各種事業が実施され、地方交

付税に算入される有利な起債が利用されていますが、一般財源の負担も相当

増えております。新規事業については、十分な検証され、慎重な取組を求める

とともに、議会の議決を得て予算化されている事業についても、今必要なのか、

少し先延ばしてもいいのではなどの再検討を行いながら執行されるべきと考

えます。住民の方たちには、現状に至っても震災による生活再建が厳しい状況

の中、新型コロナウイルス感染拡大等に並びに４年前からの原材料高騰、円安

による、輸入コスト増加に伴う物価高の影響により、本村経済の落ち込みは相

当なものがございます。単なる試練に見舞われております。村においても、住

民の方たちが安心して暮らし幸せが実践できるような施策をお願いいたしま

す。終わりに今後も財政運営は取り巻く環境はとても厳しくなることが予測

されますがなお一層の経費抑制や徹底した事務事業の効率化、資産の有効活

用などを進め、もろもろの課題を解決し、議会と執行部がそれぞれの立場で、

活力ある村づくりを目指して議論を深め、変化と成長が実感できる村づくり

につながることを切望いたします。次に、健全化判断比率等の審査及び公営企

業会計経営健全化等の審査についての意見書を読ませていただきます。１ペ

ージになります。令和６年度財政健全化審査意見書。１、審査の概要、地方公

共団体の財政の健全化に対する法律により、平成２０年度決算から基準に基

づいて策定した財政指標を毎年度、監査委員の審査に付した上で議会に報告

し、住民に公表することとされています。この財政指数が一定程度悪化した場

合は、議会の議決を得て、財政健全化計画等を策定し、外部監査を求めること

が義務づけられております。今回この財政指数は、村長から提出された健全化

判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成、され

ているかどうかを主眼で実施いたしました。２番、審査の結果、１、総合意見

審査に付された実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担

比率の四つの比率で健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載し

た書類はいずれも適正に作成していると認められました。次に、２ページの

（３）をお願いいたします。財政の是正改善を要する事項財政健全化判断比率

については、一般会計等の公債費負担増加により、実質公債費比率が増加傾向

にあります。断続的な上昇は将来の財政運営に影響を及ぼす可能性があるこ

とから注意が必要です。今後は人口減少に伴う普通交付税の減や、起債対策事

業等に伴う自治体負担の増加など、厳しい財政状況となることが見込まれて

います。歳入確保の取組と税収率の向上を中心にした税収の確保を進める必

要が必要でございます。あわせて、将来的に健全財政を維持するためには、人

件費の抑制や地域活動団体等の補助金の減額など、強い姿勢で経常経費の削



減をするとともに、大型事業は、普通建設事業については、事業の重要性、緊

急性、費用対効果を鑑み、優先度をつけて取り組むなど、気を緩めことなく、

将来負担を見据えた財政運営が求められます。また、令和３年３月に作成され

た南阿蘇村行財政改革計画の最終年度を迎えております。具体的な取組を着

実に実行していただきたい。計画は、施設の統合により人件費の維持管理を圧

縮することが大きな目標の目的の一つで、最大限に効果を発揮する必要がご

ざいます。統合により遊休施設となった施設を安易に再開すれば、その効果を

失うだけでなく、さらなる経常経費の増加につながることから、遊休施設につ

いては、解体もしくは売却も視野に検討する必要がございます。施設の再開に

当たっては、イニシャルコストやランニングコストが財政運営に与える将来

負担を算定し、施設利用者数の見込みや、地域活性化に資する施設であるかど

うかも踏まえて今後の利活用について、十分検討していただきたいと思いま

す。職員数については財政健全化に関する定員適正化管理計画で、令和３年の

職員数は１７４名で、令和中７年度で１５６名の計画に対し、現在は１５９名

と３人を上回っております。職員数管理の複雑化の中、計画最終年の仕上げと

ともに、来年を始期とする第５次計画を本年度策定して、さらに定員管理の適

正化に取り組んで頂きたいというふうに思います。次に４ページ、令和６年度

公営企業会計健全化審査意見書。１、審査の概要、公営企業会計健全化公営企

業会計経営健全化審査は、村長から提出された資金不足比率及びその算定の

基礎となる事項書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施して

おります。審査の結果、総合意見は省かせていただきます。個別意見、資金不

足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する記述で、令和６年

度においても、四つの全ての公営企業会計において資金不足が発生しておら

ず、資金不足比率はマイナスとなっており、早期健全化基準の２０％と比較す

ると下回っております。しかし、全会計において、経常的に一般会計から繰入

金として、補填しなければならない状況となっており、公営企業として経営の

独立採算制を基本原則に、経営の改善が求められます。以上をもちまして私の

ほうからの報告を終わらせていただきます。 

○議長 山室昭憲 以上で、決算審査の報告を終わります。監査委員におかれま

しては、長期にわたる決算審査、ありがとうございました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 １１時３５分まで休憩をいたします。 

再開いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午後１１時２５分 休憩 

午後１１時３５分 再開 



－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第 18   議案第 33 号 南阿蘇村特別職の職員で非常勤のもの

の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正につ

いて 

日程第 19   議案第 34 号 南阿蘇村特別職報酬等審議会条例の一

部改正について 

日程第 20   議案第 35 号 南阿蘇村職員の育児休業等に関する条

例の一部改正について 

日程第 21   議案第 36 号 南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部改正について 

日程第 22   議案第 37 号 南阿蘇村上水道事業給水条例の一部改

正について 

日程第 23   議案第 38 号 南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本

部条例の一部改正について 

日程第 24   議案第 39 号 南阿蘇村名誉村民条例の一部改正につ

いて 

日程第 25   議案第 40 号 令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算

（第２号）について 

日程第 26   議案第 41 号 令和７年度南阿蘇村国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）について 

日程第 27   議案第 42 号 令和７年度南阿蘇村介護保険特別会計

補正予算（第１号）について 

日程第 28   議案第 43 号 令和７年度南阿蘇村上水道事業会計補

正予算（第１号）について 

日程第 29   議案第 44 号 令和７年度南阿蘇村簡易水道事業会計

補正予算（第１号）について 

日程第 30   議案第 45 号 村道路線の認定について 

日程第 31   議案第 46 号 工事請負契約の締結について 

日程第 32   議案第 47 号 工事請負契約の締結について 

○議長 山室昭憲 日程第１８、議案第３３号、南阿蘇村特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正についてから、日程第３

２、議案第４７号、工事請負契約の締結についてまでを議題といたします。そ

れでは、提案理由の説明を村長に求めます。太田村長。 

○村長 太田吉浩 ここからは条例案件であります。説明をさせていただきま

す。議案第３３号、南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例の一部改正についてであります。本議案は、地方自治法第１３８

条の４第３項に基づく、附属機関の委員に支払う報酬等について、統一的で明

確な基準を定め、適正な支給と行政運営の公正性、透明性の確保を図るため、

条例の改正を行うものであります。次に、議案第３４号、南阿蘇村特別職報酬

等審議会条例の一部改正についてであります。本議案は、現行の南阿蘇村特別



職報酬等審議会条例において、審議会委員を、村外在住者に限定している規定

について、地域全体の経済状況や社会情勢等を踏まえた客観的な検討を可能

とするため、村外の有識者等も委員に選任できるよう、条例の改正を行うもの

です。次に、議案第３５号南阿蘇村職員の育児休業等に関する条例の一部改正

についてであります。本議案は、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部

改正が令和７年１０月１日に施行されることに伴い、部分休業制度について、

条例で定める時間の範囲内で、１日の勤務時間の全部または一部を休めるよ

うにする必要があるため、条例の改正を行うものであります。次に、議案第３

６号、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてであ

ります。本議案は、育児休業介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律の一部改正が、令和７年１０月１日に施行されることに伴い、

職員が仕事と育児を両立しやすい勤務環境を整備し、制度の利用を促進する

措置を講ずる必要があるため、条例の改正を行うものであります。次に、議案

第３７号、南阿蘇村上水道事業給水条例の一部改正についてであります。本議

案は、現行条例における水道料金の賦課間隔を見直し、経費の削減、及び、水

道使用料者の利便性向上を目的とし、水道使用料の検針及び賦課を２か月に

１回に変更するとともに、条文整理など、所有の改正を行うものです。次に、

議案第３８号、南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本部条例の一部改正につ

いてであります。本議案は、村の新型インフルエンザ等対策行動計画の策定に

伴い、条例で定める対策本部の庶務に関する規定を見直す必要があることか

ら、所要の改正を行うものであります。次に、議案第３９号、南阿蘇村名誉村

民条例の一部改正についてであります。本議案は、本村の発展や名誉に著しく

寄与された方を顕彰することで、村民の郷土への誇りや愛着を育むことを目

的としたものです。現在の条例では、本村の居住歴があることに限って検証の

対象としており、村外に居住しながらも、長年にわたり、本村に大きく貢献さ

れた方を対象とすることができません。そこで居住歴の有無にかかわらず、本

村の発展に顕著な功績があった村外の方も対象に加えることで、より実情に

即した検証が行えるよう、所要の改正を行うものです。この見直しにより、多

様な形で、本村に貢献された方々を正当に評価し、村民の郷土愛、をさらに深

めることにつながると考えております。次からは補正予算であります。議案第

４０号、令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算第２号についてです。今回の補

正予算は歳入歳出それぞれ４億３,７４０万円を追加し、総額を１１２億５,

６４８万８,０００円とする補正予算であります。主な歳入補正の内容につき

ましては、国からの交付決定により、地方交付税を１億７,３９１万６,０００

円の増額、農地等災害復旧費国庫補助金、国庫負担金、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金及び地域経済循環創造事業交付金などの増に伴い、国庫



支出金を２億４,００２万３,０００円の増額、ふるさと寄附金などにより、寄

附金、１億１,３６０万円の増額、財政調整基金及び合併特例低減対策準備基

金などの減に伴い、繰入金を２億８４９万５,０００円の減額。令和６年度決

算に伴う繰越金５,３６１万８,０００円を追加計上しております。また、災害

復旧事業債の増などにより、村債４,９９０万円を増額し、財源の確保を図っ

たところであります。主な歳出の補正内容につきましては、総務費では、ＳＤ

Ｇｓ型観光推進計画委託料、南阿蘇村地域経済循環創造事業補助金、ふるさと

納税関連事業などにより１億８,９９０万９,０００円の増額、民生費では、Ｌ

Ｐガス使用世帯への支援事業補助金、定額減税に伴う不足額給付費などによ

り、７,９６８万３,０００円の増額、衛生費では、物価高騰対策による、水道

使用料の減免に伴う上水道事業会計及び簡易水道事業会計補助金などの増に

より、１,７５８万７,０００円の増額、商工費では、村内看板点検委託費、物

価高騰対策、入浴助成交付事業などにより、１,８２８万４,０００円の増額、

災害復旧費では、今回の豪雨に伴う農地及び農業用施設、災害復旧事業、並び

に公共土木災害復旧事業により、１億４１７万８,０００円の増額となってお

ります。次に、議案第４１号、令和７年度南阿蘇村国民健康保険特別会計補正

予算第１号についてであります。今回の補正予算は歳入歳出それぞれ９１８

万４,０００円を追加し、総額を１７億１２３万円とする補正予算であります。

主な補正内容につきましては、歳入では、令和６年度決算に伴い、繰越金を９

１８万４,０００円増額するものであります。歳出では、総務費を２５万円、

予備費を８９３万４,０００円増額するものであります。次に、議案第４２号、

令和７年度南阿蘇村介護保険特別会計補正予算第１号についてであります。

今回の補正予算は歳入歳出それぞれ２,９７２万５,０００円を追加し、総額

を１７億６,９７３万７,０００円とする補正予算であります。主な補正内容

につきましては、歳入では、国庫支出金を１２０万４,０００円。令和６年度

決算に伴い、繰越金を２,８０９万１,０００円増額するものであります。歳出

では、国庫支出金等過年度返還金として１,６２８万円の増額、予備費を１,１

６２万４,０００円増額するものであります。次に、議案第４３号、令和７年

度南阿蘇村上水道事業会計補正予算第１号についてであります。今回の補正

予算は歳入歳出の総額は変わらず、物価高騰対策事業の実施に伴い、収益的収

入の予定額の内容を変更する補正予算であります。主な補正内容につきまし

ては、営業収益の給水収益を１２７万５,０００円減額し、営業外収益のほか、

会計補助金を増額するものであります。最後に、議案第４４号、令和７年度南

阿蘇村簡易水道事業会計補正予算第１号についてであります。今回補正予算

は歳入歳出それぞれ５１６万８,０００円を追加し、総額を５億３,０８６万

７,０００円とする補正予算であります。 



主な補正予算補正内容につきましては、収益的収入では、物価高騰対策事業の

実施に伴い、営業収益の給水収益を９５３万５,０００円の減額、営業外収益

のほか、会計補助金を１,４６３万７,０００円増額するものであります。収益

的支出では、水道料金システム改修、無形固定資産減価償却費の増により、営

業費用を４５８万３,０００円増額するものであります。以上が補正予算に関

する提案説明であります。次は議案第４５号、村道路線の認定についてであり

ます。当該路線は、立野ダム建設事業に伴い、国土交通省が工事用道路として

整備使用していたものですが、事業完了に伴い、国から移管されたため、１級

村道と２級村道を連絡する路線として、２級村道に、認定するものであります。

次からは、契約案件です。議案第４６号、工事請負契約の締結についてであり

ます。本議案は、阿蘇立野ダム仮設備ヤード跡地、遊具設置広場整備工事の工

事請負契約の締結です。予定価格５,０００万円以上の工事請負契約の締結と

なることから、南阿蘇議会の南阿蘇村議会の議決に付すべき契約、及び財産の

取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき提出するものであります。

工事概要につきましては、遊具の設置や植栽などの広場整備を行うものであり

ます。契約の金額及び契約の相手方などは記載のとおりであります。最後にな

りました議案第４７号、工事請負契約の締結についてであります。本議案は、

狼ヶ宇土橋更新第２期工事の工事請負契約の締結です。こちらも予定価格５,

０００万円以上の工事請負契約の締結となることから、南阿蘇村議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定に基づき

提出するものでございます。工事概要につきましては、村道猶須グリーンロー

ド線に架設する橋梁の上部工、護岸工、橋台工などを施行するものであります。

契約の金額及び契約の相手方などは記載のとおりでございます。以上が提案理

由の説明であります。御理解の上、何とぞ御議決賜りますようよろしくお願い

をいたします。 

○議長 山室昭憲 以上で、今回執行部から提案されました全議案についての

説明を終わります。お諮りします。認定第１号、令和６年度南阿蘇村一般会計

決算の認定についての審査は、各常任委員会に付託して審査、認定第２号から

認定第７号につきましては、所管する文教厚生常任委員会に付託して審査す

ることにしたいと思います。御異議ありませんか。 

[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。したがいまして、認定第１号から認定

第７号につきましては、各常任委員会に付託し、会期中の審査とすることに決

定をいたしました。ここで休憩いたします。再開は、午後１時１３時といたし

ます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 



午後１１時４５分 休憩 

午後１３時００分 再開 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第３３ 一般質問 

〇議長 山室昭憲 再開をいたします。日程第３３、一般質問を行います。発言

の通告があっておりますので、これより順に質問を許可します。質問される方

は、要点を簡潔にお願いいたします。答弁される方は、質問内容について的確

な答弁をお願いいたします。なお、質問時間は１人２０分以内となっておりま

すので、御承知願います。７番、河内克也議員の質問を許可します。 

○７番 河内克也 ７番河内です。議長の許可を頂きましたので、９月定例会の

質問を行います。今回も２問ありますので議長、一問一答方式の許可をお願い

いたします。 

〇議長 山室昭憲 許可します。 

〇７番 河内克也 ありがとうございます。また今回も１問目に関し、分かりや

すい質問となるよう、質問を補完する補助資料を作成し、事前に議長の許可を

頂き、皆様のお手元に準備をしていただきました。感謝申し上げます。１問目、

南阿蘇村の現状に合った、有害鳥獣による農林業被害防止対策について質問

をいたします。被害防止の基となる鳥獣による農林水産業に係る被害防止の

ための特別措置法が平成２０年から施行され１７年経過しました。本議会で

も、鳥獣被害対策について、多くの先輩議員が、村民の声を代弁、代表し、危

機感を持って質問をされてきました。しかし、村の現状はどうなのでしょうか。

改善されたのでしょうか。そこでまず、私が把握している、村の現状と村の取

組を整理、補助資料で御説明いたします。御面倒ですが、補助資料を御覧くだ

さい。三つの項目に分けて簡潔に説明いたします。まず、有害鳥獣が減ったの

か増えたのか。これは私の手持ちの資料で、令和２年度と６年度比較してみま

した。これは村の捕獲数ですね。捕まえた数、猿は２１頭、が２９頭、イノシ

シは７１５頭が、昨年度は９１３頭、約２００頭増えています。私の小さい集

落でも、昨年は５５頭とれました。猪です。鹿については、令和２年は５０５

頭が、令和６年４年後には８８４頭、３７９頭増えています。そしてアナグマ

は、令和５年に対象を動物に指定していただきましたが、令和５年が１７匹。

そして、昨年度は６４匹です。有害鳥獣が増えていったことに比例して、農業

被害も増加しているという感じです。そして対策で、有効な非常に重要な仕事

をされている猟友会の現状は、野生鳥獣保護管理の担い手の一員です。関係法

令を守られながら、社会的責務を感じながらマナーを守りながら頑張ってお

られます。しかし、村の現状は高齢化等で、活動に陰りが見えてきています。

非常に危ない場面もいっぱいあります。で罠は２日に１回見る。見ていく必要



がありますので、週３回程度の罠管理が必要ですが、なかなか高齢化で厳しく

なってきています。私の集落の前では二、三年前は７人で活動していましたが、

もう今は４人です。山で待ち構える〇〇〇で、うちは特に山ビルがおります。

免許関係でも高齢で免許更新が厳しいのが現状です。免許は３年に１回の更

新です。意外と３年は早いです。罠猟の免許も狩猟免許共に取得者が減ってき

ている現状です。そして、農作物の被害、小作物の水稲そば、山、ハウスの中

まで入ってきたり、家庭菜園まで被害が及んでいます。電気柵を設置しても、

侵入してきます。そして最後に、村の対応として、有害鳥獣捕獲措置として、

令和６年度は１,９８４万円。そして、うち国県の補助金が３分の１、６２６

万です。また鳥獣被害防止対策協議会というのをつくって、いろいろ施策をさ

れています。この予算が２２５万円。この中で、電気柵の補助２７件、昨年度

です。免許補助４件等、そしてこの間に防止柵の設置もあります。啓発関係で、

ありがたいことに村の広報紙のシリーズで、農作物被害対策餌付けストップ、

餌付けストップということで、地域おこし協力隊の方が中心になってこうい

ったシリーズで出していただいております。大事なことだと思います。行政、

猟友会等の必死の取組と裏腹に、繁殖率の高いイノシシ、鹿など、有害鳥獣は

増え続け、農林業の受ける被害は毎年莫大な額に上りますし、水稲そばの主要

作物、野菜果樹等まで農業被害を幅広く木の場合、樹木の枯死による林業被害

も大きいものがあります。農家の皆様の人的被害も発生。防止に費やす労働時

間も必要です。全国では、農林業の存続が論議されています。そこで１問目近

年、猟友会員の減少と高齢化による、実動部隊である、あえて戦力という言葉

を使わさしていただきますが、大事な戦力の猟友会が厳しい状況です。そして

御説明のとおり、鹿が増え、被害が増えています。猟友会の育成、人材確保等

を含めた現状に即した村としての被害防止対策をお聞きいたします。２番目

です。補助資料の１番下に書いていますが、太田村長選挙公約の有害鳥獣によ

る被害最小化、最小化に向けての具体的対策、取組について質問いたします。

以上です。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ７番河内議員の御質問にお答えいたします。まず質問の要

旨１についてですが、猟友会員数、村が委託しております南阿蘇村鳥獣被害対

策実施隊は、令和６年度におきまして、新規加入者が１０名、返納等の理由で

脱退者が４名、増減プラス６名の村全体で９５名、の会員数となっております。

年齢層といたしましては、最年少は２３歳、最年長は８７歳、平均年齢は６５.

４歳と年々高齢化が上昇傾向にあります。現在、南阿蘇村鳥獣被害防止対策協

議会におきまして、電気柵等設置補助や狩猟免許取得等補助国庫補助を活用

した侵入防止柵、いわゆるワイヤーメッシュの設置事業や鳥獣被害対策実施



隊による一斉捕獲などのさまざまな事業に取り組んでおります。鹿の年間捕

獲数でありますが、令和５年度から約８５０頭余りで推移しており、その捕獲

方法の約６割が銃器によるもの。約４割がくくりわなとなっております。一方、

被害額は年間約１２０万円で昨年度に比べると１割程度減っている状況であ

ります。今後においても鳥獣被害対策の３本柱であります。一つ、農地周辺等

での鳥獣の捕獲や、駆除の個体群の管理に、侵入防止柵等の設置管理や追い払

いの侵入防止対策、餌や潜み場をなくす、生息環境管理の活動を地域ぐるみで

いかに徹底してできるかが、対策の効果を大きく左右するとされております。

引き続き、電気柵等、設置補助や狩猟免許取得等補助活用頂き、侵入防止対策

や狩猟免許取得の確保などの基本的な対策が重要であると考えております。

また先ほど河内議員からも御紹介頂きました。村の広報では、毎月、餌付けス

トップと題して、鳥獣被害対策の情報を発信しております。先ほど御説明した

補助事業につきましても、村広報やホームページ、ＳＮＳによる情報発信など、

積極的に周知徹底を図りたいと考えております。次に、２番目の質問要旨の２

についてでございます。全国的にもそうでありますが、本村においても高齢化

や人口減少が進む中、ＩＣＴを活用した遠隔監視や、捕獲データ収集分析等に

よる見回り作業の省力化など、デジタル技術を駆使したスマート鳥獣対策の

普及を推進してまいります。あわせて、ジビエの利活用推進については、捕獲

から処理加工、供給消費の各段階において、必要な取組や課題を共有し、関係

者が一体となって取り組むことが必要です。財源や設備など、さまざまな問題

がありますが、ジビエ利用振興の具体案を早急に取りまとめます。また国の補

助事業の要件拡大や他地域で効果のあった事例等は、情報収集のアンテナを

さらに高めて取り組んでまいります。１例を申し上げますと、食塩水を活用し

た実証実験結果では、雌だけを引き寄せて捕獲することにより、個体を減らす

効果的な対策として、大きな成果も出ております。また予算面では、来年度、

環境省の補助金で、指定管理鳥獣対策事業における交付金の大幅な増額が見

込まれ、同時に対象事業の人材育成強化など、メニュー拡張が予定されており

ますので、積極的に活用をしてまいります。また先ほど要旨１で説明しました

新規狩猟免許取得者を確保することで、鳥獣被害対策実施隊の増員を図り、地

域ぐるみの対策が重要なことからも、例えば村内の各中山間地集落協定との

連携強化を図るなど、地元の方々と協働して、鳥獣対策被害対策を推進してま

いりたいと考えております。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 ７番、河内議員。 

○７番 河内克也 はい。７番、河内です。今の御答弁頂きました。猟友会が９

５名しかしもう高齢化等で動けない方が多いというのも、村長お分かりのと

おりです。被害額も１２０万、こういった額ではとてもありません。イノシシ



の場合ですね、大体年間４頭から子どもを生みます。そして多いときは８頭で

す。ウリボウは８匹生まれます。すごい繁殖率です。あと鹿の場合は天敵がい

ないので、１歳で１５％がもう子どもを産むそうです。１歳で１５％、１頭か

ら２頭、２歳になったら残りの８５％、ほぼほぼ２歳になったら１００％、子

どもを産むそうです。それでもうこの増加要因になっています。すごい繁殖率

です。こちらもですね、もう、なかなかは何もかからないような状況になって

きましたし、頭を凝らして知恵比べです。今の村長から貴重な資料のバケツと

いうことをおっしゃいましたので、今度日曜日、我々も、作業をやりますので

是非みんなと話してですね、実践してみます。はい。全体的に、村長のスマー

ト捕獲とか、そういうこともおっしゃいました。環境省の補助事業ということ

もおっしゃっていただきましたので、是非そこらを活用していただきながら、

村としてのですね、体制を整えていただきたいと思いますし、あとジビエに関

しては、やることは本当にいいことです私も賛成です。しかしおっしゃったよ

うに、マネジメント、経営力がないと獲ったのを、新鮮なうちに持って来てい

ただくとか、そういうのがないと成り立ちませんので、これも分析しながらで

すね慎重に、我々もアドバイスをしながら実践しながらやっていきたいなと

思います。全体的に本当前向きな答弁を頂きました。今度、猟友会で１０月の

末に一斉捕獲というのを毎年やります。今までは、トップ村長がいらっしゃっ

たことはありません。是非ですねそういうときに来ていただいて現状を見て

いただく。そして、いつもお世話になって、またいろいろ話を聞いていただく

というのも大事かと思いますので、その点だけ。続いてちょっと質問させてい

ただきます。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ありがとうございます。いろいろとこの数字にあらわれな

い被害というものも出てきているというふうには認識は十分しております。

その期間をもってしっかりこれから、農政課が中心となりながらであります

が、猟友会の皆様とも情報共有しながら、また、先端の技術、省力化に向けて

ですね、技術導入、そして補助金の活用、こういったことも積極的に取組なが

らですね、村内での捕獲頭数を増やし、被害を最小限抑えていくという努力は

全力でまた取り組んでまいりたいというふうに考えておりますので、是非現

場のいろいろなお声も聞かせていただきながらですね、一緒になって進めて

まいりたいと思います。そして先ほど１０月末の一斉捕獲、これも是非私も現

場にお邪魔してですね、皆様、大変な皆様との意見交換、そして現場を拝見さ

せていただきながら、自分自身の皮膚感覚として、そういった今の厳しい現状

をしっかり認識を新たにさせていただきたいというふうに思っております。

ほかの猟友会の方々からもですね、御案内を頂きましたので、是非お邪魔した



いと考えております。そしてジビエに関しまして、今協力隊の専門の隊員もお

ります。いろいろな村ガイドの事例なども、見聞して学んでおります。そうい

った意見も取り入れながらですね、この南阿蘇村の地理とか特性に合った、ジ

ビエの在り方、そして、ペットフード等への加工なども含めた活用についても、

具体的に、アイデアをまとめてまいりたいというふうに思います。引き続きの、

御理解と、そして、現場の声を聞かせていただきますようよろしくお願いいた

します。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 河内議員。 

○７番 河内克也 ２問目、簡潔にまいります。２問目は提案的一般質問です。

一般的に政策や条例に関して、意見を募集、することそれをパブリックコメン

トといいます。またプロパープロポーザルという方式もあります。村民の皆様

から行政役場に寄せられる提案提言、苦情や要望について、文書化することに

ついての質問です。村民の皆様から役場に対して毎日のように要望や提案あ

るいは苦情が寄せられているであろうことは想像に難しくありません。私も

体験してきましたが、来庁され、直接申出たり電話で連絡されることもあるで

しょう。問題はそれをどう扱うかであります。重要なことは村民の貴重な意見、

大きな声、小さな声、御高齢の方、障害をお持ちの方などの声なき声、声なき

声を平等に取り扱うことです。内容が自分の扱う事務に関連する事項。時には

複数の課に関係していること事柄もあります。職員個人の判断、若さ、感性に

より聞き流してしまうということもあるでしょう。それが結果として、村民の

意見が行政に反映されない。住民無視の行政だと思われる方も出てくるでし

ょう。ある市自治体では、市民や市議会議員からの苦情や要望、意見等に適切

に対応するため、庁内統一の相談記録表を作成し、適切に記録、上司への報告、

相談の徹底を図っているとのことです。記録表には、担当者名、受付日時、申

出人の住所氏名、提案要望、苦情等、相談内容の要旨を記入し、軽微な事案を

除いては、係長、課長補佐。課長に報告。課長の判断によって、部長、副市長、

市長に報告する仕組みをしているそうです。記録文書は情報公開の対象とな

る場合がありますので、結果として、他の自治体で問題となっている行政対象

暴力、市議会委員会の口利きに歯止めをかける効果があるようです。太田村長

も前回、私の一般質問で、村民の要望は大事、大切ボトムアップ方式で対応し

ていきたいとの答弁をされました。村民の声を大事にする。村政に生かすとい

う観点から、本村においても、村民の要望、提案苦情等を文書化することにつ

いて、いかがお考えか村長の所信をお伺いいたします。以上です。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 河内議員御指摘のとおり、村民の皆様から寄せられる御提

案や、御要望は、村政運営にとってかけがえのない財産であり、太田村政で目



指しているボトムアップ方式による行政を推進する上で不可欠なものと認識

をしております。この貴重な御意見を適切に記録し、活用していく仕組みづく

りは、現在、村が進めている行財政改革の一環として、喫緊の課題であると認

識しております。６月議会で説明させていただきましたが、首長が個別の案件

を直接受け取ることで対応がトップダウン型にならないように、南阿蘇ホー

ムページに南阿蘇村ホームページに掲載されておりました。村長への直行便、

メール便を閉鎖いたしました。現在は、村民の皆様が頂く御意見、御要望は担

当課が個別に窓口になり、記録し、管理しております。しかしながら、担当者

間の引継ぎが不十分であったり、過去の類似案件の対応経緯を庁内で共有し

切れていないという課題も散見されます。これは行政の効率性低下を招くも

のであり、行財政改革の観点からも改善すべき点です。この課題を解消するた

めに、先ほど議員が御提案を頂きました全庁共通で、利用できるフォーマット、

まだ、仮称ですが、村民意見等相談記録票を作成し、導入に向け、に向けて協

議をしてまいります。これにより、御意見の受付日時、内容、対応状況、そし

て担当者名など、必要な情報を統一された書式で、記録することが可能になり

ます。また軽微な案件を除き、係長、課長補佐、課長といった段階的な報告体

制を設け、必要時に応じて、上位職層に情報をくみ上げていく。運用事例も、

他の自治体に見受けられていることから、こうした仕組みを参考にして、村に

おいても、住民要望が確実に引き継がれ、庁内で共有される体制を構築してま

いります。この記録表を紙媒体または電子ファイルで作成し、各課で適切に管

理、共有を仕組み化することで、職員間の情報共有と業務引継ぎを確実なもの

にし、村民の皆様への迅速且つ丁寧な対応を強化してまいります。この記録表

の導入は、村民サービスの向上を図ると同時に、業務の標準化と効率化を進め

る行財政改革の重要な一歩と位置づけております。そして将来的には、この記

録表をデジタル化し、庁内ネットワークで全職員が横断的に参照できるシス

テムの導入を視野に入れて、おります。これにより、過去の対応事例の検索や

傾向分析が容易になり、行政運営の合理化につながると考えております。本格

的なＤＸ化には、予算や運用面での課題も伴いますが、職員の生産性向上、ひ

いては村民の皆様へのサービス向上を目指す行財政改革の柱として、今後も

スピード感を持って検討、構築してまいります。私は村民の皆様一人一人の声

に真摯に耳を傾け、その声を最大限に尊重する行政こそが、村民の皆様の満足

度向上につながると確信をしております。行財政改革を通じて、それを仕組み

化し、より効率的で質の高い行政サービスを提供できるよう、今後も、努力を

続けてまいります。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 河内議員。 

○７番 河内克也 はい。７番、河内です。提案的な質問を行いました。これは



もう全然村長の答弁とか全く分かりませんで、どういう答弁かなあと思って

いましたら、非常に前向きな答弁を頂いたと思います。ちょっと夜中にない頭

を絞りながらつくってよかったかなと思います。私の質問の背景は、１０年前

に、住民監査請求から住民訴訟になった事例があって、私は行政の被告側とし

ていろいろ裁判所に行ってやった経緯があります。そこでファクス発信票と

か、復命書とか報告書とか、メモとかそういうのも、裁判の資料として採用さ

れました。本当非常に大事です。この相談記録表がありそうで今までありませ

んでした。私の時代では上昇ということを電話で受けて記録とか、ファクス送

信表とかそういう統一したものがありませんでしたので、是非ですね、つくら

れるといいかなと思います。今回の質問の趣旨は、申し上げましたように村民

の皆様の意見を大事にすること。村民以外の皆様からの貴重な意見もありま

す。そして新しい問題も出てきました。村の課題となることからは、必要な事

項内容は、村長おっしゃったように職員全員で共有すること課題を共有する

ってことが、大事であるということからの私の考え方の質問であります。これ

が趣旨でした。申し上げましたようにですね、是非動き出すことをですね、期

待して、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 いやこちらこそ、前向きな御提案を頂きまして、やはり河内

議員も長年、役場職員を経験されて、やはり今議会として、議会議員としての

目線も加えながら前向きな御提案を頂いていること本当感謝申し上げます。

私も村長就任して半年になりました。前任からの引継ぎがないまま、やはり役

場職員の担当課も交代があります。やはりそういった中で、文書が残っていな

いとか言った、言わないとか、そういったことで、問題が大きくなったり、手

後れになったり、手当てが遅れたりというようなことも、この半年でも実感し

たところです。そういったことをなくす意味でも、そういった標準化した、き

ちっとしたフォーマットを統一して作成する、またそういった仕組みを構築

するということはとても大事なことだと実感しておりますので、前向きな答

弁をさせていただきました。是非早期の構築に向けて取り組んでまいります

ので、引き続きの御指導をよろしくお願い申し上げます。ありがとうございま

した。 

○議長 山室昭憲 以上で、７番、河内克也議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 １０番、橋本功議員の質問を許可します。橋本議員。 

○１０番 橋本功 １０番橋本です。議長２問の質問事項がありますので一問

一答の許可をお願いいたします。 

〇議長 山室昭憲 許可します。 



〇１０番 橋本功 ありがとうございます。通告に従いまして、大綱２点につい

て質問させていただきます。的確な御答弁よろしくお願いいたします。１点目

は、選挙違反のない公正な選挙環境の確保についてでございます。南阿蘇村村

長、議員選挙は、２月１８日告示、２月２３日投開票が行われました。まず冒

頭に申し上げますが、選挙は民主主義の根幹であり、全ての候補者が公平に、

且つ自由に活動ができる環境の確保が行政に課せられた重要な責務でありま

す。しかしながら、この選挙において、非常に憂慮すべき事態が発生したので

あります。具体的には、出陣式の予定地に対し、一部で綱を張るのぼり旗を設

置する。車両を駐車する。といった、妨害工作が発生したのであります。出陣

式の前日は、撤収されましたが、この行為は、物理的に選挙活動を妨げるだけ

ではなく、公職選挙法に抵触する、選挙の自由妨害に該当する可能性があると

考えます。公有地の場合は、村の条例や、規則に基づいて、使用可否や手続を

定めることができますが、私有地の場合は、所有者の承諾があれば、自由であ

り法的に契約を義務づける規定はありません。しかし、こうした大きな妨害事

務自体に対して、選挙管理委員会は事態を認識されているのか御見解を伺い

ます。次に、今回の事態を踏まえた、同様の妨害行為の再発防止について、具

体的な対策についてお伺いいたします。選挙期間中の公共の場で、選挙活動を

行う際、行政はどのように、安全と公共性を確保していくのか。今後の選挙に

おいて、同様の事態が起こらないように、どのような工夫や取組を進めていか

れるのか。特に公有地や私有地周辺での妨害行為は、防ぐための対策強化は、

近々の課題であると考えます。選挙に関する規則規制は、公職選挙法では、全

国一律とされているため、ルールを設けることは困難でありますが、村として

公有地や私有地を選挙運動に使用する場合は、事前に使用許可や借地契約な

どの確認をする指導を行うこと、行ってはどうでしょうか。このように、具体

的な制度整備やルールづくりを行う考えはあるかお聞かせください。本件は

私個人の問題にとどまらず、全ての候補者は公平に、選挙活動ができるもので

あることが問われていると認識しております。南阿蘇村の選挙の公正性を守

るため、責任ある答弁をお願いし、質問を終わります。 

○議長 山室昭憲 選挙管理委員会書記長。藤本総務課長。 

○総務課長 藤本哲章 １０番、橋本議員の質問に対して、選挙管理委員会委員

長の代理、事務局書記長としてお答えいたします。まず質問要旨の１について

ですが、選挙管理委員会は公職選挙法に基づき、中立且つ公正な立場で選挙事

務を行うことを最も重要な責務としております。御指摘のように特定の候補

者の選挙運動が物理的に妨げるような行為があった場合、公職選挙法に抵触

する可能性があると認識しております。ただし、事態が発生した場合には、事

実関係の調査や、違法性の最終的な判断については、司法機関の所管であり、



当委員会が違法性を判断することは難しいことと思います。とはいえ相談や

報告があった場合には、公職選挙法の趣旨に基づき、必要に応じて、適切な助

言、指導を行ってまいります。特に周知における選挙運動については、土地の

所有者と候補者との当事者の間の問題となることもありますが、そのような

場合も、法の趣旨に沿って冷静且つ公正な対応を行っております。今後も選挙

が公正、且つ自由に実施されるように努めてまいりたいと思います。次に要旨

の２についてですが、選挙に関するルールは公職選挙法により、厳格に定めら

れており、その解釈や運用についても、国や県の選挙管理委員会の方針に従う

ことが基本となっております。そのため村が独自に新たなルールを設けるこ

とは、現状では難しいのがあります。ただし、選挙違反の防止に向けては、公

職選挙法の内容を正しく理解していただくことが重要であると考えておりま

す。このため候補者や関係者を対象とした説明会では、選挙の禁止事項や注意

点についての丁寧な説明を行っております。また選挙運動に私有地を使用す

る際には、土地所有者との契約書やまたは覚書を交わすように指導し、トラブ

ル防止に努めてまいりたいと考えております。今後も広報誌やウエブサイト

を通じて、公正な選挙の重要性を村民の皆様に伝えてまいります。また選挙違

反の疑いがある場合には、警察などを関係機関と連携し、適切に対応してまい

ります。選挙管理委員会等をいたしましても中立公正な立場を堅持し、誰もが

安心して選挙に関われる環境づくりに引き続き、取り組んでまいりたいと思

います。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 １０番、橋本功議員。 

○１０番 橋本功 はい、前向きな答弁ありがとうございました。このように今

答弁頂きましたようにですね、やっぱり村がよくなるためには、お互いが検討

し合ってですね、村をよくするっていう方向づけが私は必要ではないかと思

います。ありがとうございました。次に移りたいと思います。 

○議長 山室昭憲 橋本議員。 

○１０番 橋本功 ２点目は、一般社団法人農業未来公社に対する村の補助金

とその運営の在り方についてであります。南阿蘇村が関与して、設立された一

般社団法人農業未来公社について、私は以前より関心を持ってまいりました。

本来、同者は法人として、独立、自立した運営を目指すべき、存在であるはず

ですが、実際には、現在に至るまで、村から多額の補助金が投入されており、

その実質的な運営が村の公金によって支えられている実態が見受けられます。

特に注目すべきは、令和３年度から、令和６年度にかけての４年間で、南阿蘇

村から農業未来公社に対して支出された補助金の総額は約１億１,０００万

円に上るという点であります。この金額は決して少なくない、村の財政資源を

１法人に集中して投じたことを意味します。そこで、以下の点について伺いま



す。１、農業公社の運営財政の実態についてであります。①農業公社の現在の

事業内容、職員構成、年間予算、及び収入の内訳について御説明をください。

②村が交付した補助金約１億１,０００万の内訳とその費用対効果について、

村はどのように分析、評価されておられるか。③補助金がなければ、事業継続

が難しい状況であるのか。それとも、あくまで一部補填的な性質なのか、実態

をお伺いいたします。２、公社に対する補助金支出の監査対象についてであり

ます。村が交付した補助金は、監査対象になりますが、社団法人であり、今ま

で実施されたことはありません。今後どのように取り組まれるのか、お伺いい

たします。３、公社の独立性と現在の補助金、既存の整合性についてでありま

す。村が、補助金を出し続けることにより、法人の経営的自立を妨げている可

能性があると考えますが、村長の御意見をお聞かせください。南阿蘇村の財政

が、潤沢であればまだしも、限られた財源を村民、全体の福祉、基盤整備、子

育て支援等に充てる必要がある中で、特定法人への多額の補助金、継続が妥当

なのかは、極めて重要な政策判断であります。私は農業未来公社の存在や農業

振興そのものを否定するものするつもりはありません。しかし、１億１,００

０万円という巨額の公費投入に対しては、村民に説明と可能な透明性は求め

られます。そのためには、適切なガバナンスと自立に向けた明確な方向性が不

可欠であると考えます。補助金の支出根拠は地方自治法第２３２条に、普通公

共団体は、公益上必要がある場合において、寄附または補助することができる

と規定されています。この補助事業については、丸々事業補助金、交付、要綱

等の規定を作成し、補助金交付の目的や補助基準基準等を明らかにすること

になっております。また、監査請求制度は、行政の暴走や不正を防ぎ村民の信

頼にこたえるための最後のとりでであると考えられます。約１億１,０００万

円という多額の公金を出資しているにもかかわらず、行政内外の監視が機能

していないとすれば、これは重大な問題であります。村として、監査制度の運

用に甘さがないか、いま１度見直すべきではないでしょうか。以上、村長及び

関係当局からの明確且つ御誠実な御答弁を求め、私の御質問を終わります。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 １０番橋本議員の御質問にお答えいたします。まず質問の

要旨１についてお答えいたします。前村長時代に設立されました、未来公社に

ついては、私も就任当初は廃止する形方向で考えておりました。就任後改めて

事業内容を精査したところ、現在研修中の地域おこし協力隊が１１名在籍し

ていること、そして卒業生から新規就農者が６名育っていること。これまで機

械導入で、２,６６１万４,２８０円。そのうち村費が１,５６８万８,２８０

円。またそばの刈取り作業受託では一定の実績もあり、販路拡大と並行すれば

今後そばの生産は伸びる可能性を持っています。また村にとっては、新規就農



者の育成や耕作放棄地対策は重要な課題です。これらの観点から、私は未来公

社を廃止ではなく、収益性を考えた事業の見直しなどにより、抜本的な立て直

しを進めたいと考えを改めたところであります。現在未来公社では、高齢化な

どによって、耕作を断念された方の農地を仲介する農地仲介事業、地域おこし

協力隊制度を活用した新規就農者育成事業、そばの収穫乾燥調製作業を中心

とした作業受託事業の三つを主に行っております。職員は役場から出向して、

役場の業務を兼務している課長補佐級職員が１名、役場に在籍しながら公社

の事務を行う主事級職員が１名、週３日程度研修生の指導や機械の整備等を

行う臨時職員が２名、地域おこし協力隊新規就農プロジェクト、が１１名在籍

しています。またそば振興プロジェクトで１名、有機農業推進プロジェクトで

２名の協力隊も在籍しています。 

公社の令和６年度収入の内訳は、作業受託収入が、１,２０１万６,８３３円。

農産物販売収入が、２,７０３万９,７８８円、うちそば販売収入が、１,８１

１万４１８円であります。営業外収入が２２５万８,６４８円。支出の内訳は、

そば等の仕入れ高が１,９８２万８,０３８円。当期製品製造原価が１,７４７

万６,２９２円。管理費用が５１３万７,４６９円などで、差し引きますと経常

経費がマイナスで２４１万７,０９１円となっております。２４１万７,９２１

円の赤字であります。令和７年度予算では、水稲の作付面積増加や、米の単価

上昇等に伴い、経常収支は黒字化を見込んでおります。次に橋本議員質問の要

旨２点目でございます。公社の業務に対する補助金として、令和４年度に農業

機械リース導入の補助金として、２,６６１万４,２８０円。うち村費が、その

うち村費が１,５６８万８,２８０円を支出しています。この機械については、

農業研修や農作業受託等で活用をしています。機械によっては使用頻度の低い

ものもあるため、現在有効活用に努めているところであります。それ以外で橋

本議員御指摘の公社に対する補助と言われた支出の内訳でございますが、まず

旧両併小学校の改修で４,２３６万１３８円、そば乾燥施設の維持管理費とし

て４年で１,１９５万２,０９３円。令和３年４年のそば生産者向けのそば価格

補填として、２,１４４万２,５００円。旧両併小学校の電気水道代として４年

間で２４８万２,６３０の合計を足しますと１億飛んで４８５万１,６４１円

ということで、あります。この内訳に関しまして旧両併小学校の改修は、廃校

活用のための改修であり、校舎に対する補助ではありません。またそばの乾燥

調製施設については、公社が設立される以前から、そばの生産振興のために、

村が支出していたものであり、公社に対する補助とは性質が異なると考えてい

ます。そば生産者向けの価格補填については、公社を通じて生産者のそば価格

を補填するものであり、公社に対する直接の補助ではありません。旧両併小学

校の電気水道代については、村から支出をしておりますが、現在の農業公社の



立地条件としては、余りにも東の端にあるために、現在原尻団地への移転も検

討をしているところであります。旧両併小学校の維持管理にかかる費用は今後

村で負担する必要があるとも考えております。以上のように、全てが公社に対

する補助ではないため、費用対効果の分析や評価を行っておりませんが、支出

を減らすことができないかについては、継続してしっかり検討をしてまいりま

す。次に質問の要旨３についてお答えいたします。先にお答えしたとおり、農

業機械導入以外は補助金ではないという認識であります。そばに関しては、収

穫用コンバインの更新も更新時期も迫っており、機械や施設更新に伴う補助は、

今後も必要であるとも考えております。ただ公社独立採算は当然、あるべきだ

と考えておりますので、経営改善の方策については後ほど御説明をいたします。

公社に対する監査対象についてではございますが、先ほどお答えしたそば乾燥

施設関連については、委託料及び賃借料、旧両併小学校については光熱費及び

委託料として支出しており、補助金ではないため、監査対象にはならないと考

えております。また１件１００万円以下でも、事業内容によっては、決算審査

時に報告をさせていただきます。公社の決算監査につきましては、先ほど御答

弁頂きました村の監査委員もお務め頂いております吉里様に監事として、決算

内容を御確認頂いております。村の監査で同等とあるとも考えておりますが、

村の監査対象となる支出については今後村の監査でも御説明をいたします。３

番目、公社の独立性と現在の補填依存の整合性についてであります。公社の業

務については、全国的に稲作農家の高齢化が進み、農地の荒廃などが危惧され

る中で、注目される取組として、現在他市町村の議会や農業委員会から視察も

増えてきていると報告を受けております。ほぼ素人の若者を指導して、農業者

として育てるため、現場も大変苦労してしながら業務に取り組んでいるのが現

状ですが、一定の効果も出てきていると認識をしております。活動開始から４

年目を迎え、公社で研修を受けた地域おこし協力隊のうち６名が就農し、現在

１１名が研修中であります。農地中間についても、２０ヘクタール以上の仲介

実績があり、耕作放棄地対策として一定の効果も発揮しており、公社の必要性

や期待は今後さらに増していくものと考えています。しかしだからといって、

現在の赤字経営を許すわけではありません。公社の経営改善については、公社

理事会の中でも既に議論しているところであります。経営状態について、先ほ

ども説明しましたが、令和６年度決算の経常収支で約２４０万円の赤字となっ

ております。この状況を改善するための方策として、三つの改革を実行してま

いります。まず一つ目は、農業公社を認定農業者にして、国の経営所得安定対

策を受給できるようにすることで、そばや大豆等の土地利用型作物で農地を維

持管理しながら、経営を改善してまいります。 

二つ目は公社で研修を受けている地域おこし協力隊は現在、役場の会計年度



任用職員という位置づけですが、地域の企業に直接雇用される形態で活動を行

う。いわゆる企業雇用型の地域おこし協力隊に変更することを検討しています。

この変更により、隊員の勤務時間を柔軟に運用することが可能となり、作業効

率アップが期待できます。あわせて、業務委託費として、国の交付金も最大限

に活用して、公社の職員体制の整備を図ることで、経営改善を図っていきたい

と考えております。 

三つ目に、農業の課題を解決するための実証実験等に取組、生産コスト低減

や、付加価値向上を図ります。あわせて、ふるさと納税の返礼品として、農作

物の加工、商品開発も担えないかと考えています。将来的には、農作物の生産、

加工販売まで一貫した、いわゆる地域商社のような、役割を公社に持たせたい

と、現在構想を練っているところであります。これらの新たな取組を通して、

未来公社の効率的な働き方改革と、収益性の向上の両立を目指しながら、地域

からも認められる組織に再生させたいと考えています。橋本議員はじめ議会の

皆様には引き続き、公社に対する御指導をお願い申し上げ、私からの答弁とさ

せていただきます。 

○議長 山室昭憲 橋本議員。 

○１０番 橋本功 はい。１０番橋本です。村長答弁ありがとうございました。

この中でですね、私がなぜこの農業公社みらい公社を取上げたかと申します

のは、以前の村長のほうからのですね、私の質問に対してですね、このように

話しておりました。答弁を頂いておりました。令和４年度まではですね、初期

投資の持ち出しが発生するが、令和５年度以降は、農産物、農業生産物の販売

収入等で、支出を賄うことができるため、村の持ち出しは一切ないと。発生し

ませんよということですね。前の村長から答弁を頂いているわけです。ところ

がですね、それがまだ、このようにズルズルとして、しかもですね、職員まで

投入をしている。職員まで投入するには膨大なですね費用がかかっていると

いうことになるわけですね、人件費とかですね。私たちの質問に対しての答弁

はですね、みらい校舎は地域協力隊だから、ね、別にほかのですね、人件費は

要りませんと、現実的に私は、いや、村の職員もいるのであれば、村からの投

資じゃないでしょうかということも言ったのですけど、やっぱなかなかそれ

を受入れてもらえませんでした。ですからこうした中ですね、今現在ですね、

もう村が、農業みらい公社が途中農地を借りている。でも、ある地主さんから

も言われました。土地は貸したけども、私どもの農地はですね陥没しておりま

す。もう既に困ったって、借地料はもらっているからですね、何とも言えない

けども、何とかこういうことで改めていただけないでしょうかというですね。

お尋ねもですね、ありました。だからこういうことがですね続いている中で、

今、村長の答弁を聞いていると、立派なことなのですけども、実態は違うのだ



ということをですね村長知っていただければと思いました。これが現実なと

ころです。費用にしてもね、全体的な４,０００万からあります。今赤字が続

いているて、素人考え誰が見てもですね４,０００万の収入があるなら、何で

赤字になるのだろうかというふうに聞こえてくるわけですね。こうしたこと

が、村の財政を少しずつ圧迫しているのじゃないかなって。人件費から含めま

してですね、そういうことがありますけども、私はこれを考え直ししていかな

いといけないのじゃないかと。あともう１点村長の言われました。このお話を

されました。企業が雇用型の話が、出ました。企業雇用型っていうですね今度

はそれが地域協力隊のほうに変わっていくのかなということが分かりません

でしたので、これをお尋ねしたいと思います。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 はい。先ほども答弁で申し上げました全村長時代に設立さ

れた公社ということで、ありますが、私が就任してから、精査したところ、や

はり公社という名前でなかなか不便な土地であるとか、そういうところも見

直されているようなところも、実際として感じるところであります。前村長が、

村の持ち出しは一切発生しないというような答弁をされたと。橋本議員の御

指摘でございます。しかし実際、補助金でありませんが、公社に関する支出と

いうものは、そばの生産者の補助等も発生をして、乾燥施設への金額等はお金

等を発生はしております。このあたりはしっかりとですね、今後も、持続可能

な運営のために、しっかり見直しをかけながら、そして先ほど申し上げたあら

ゆる改革、収益を上げる改革を進めていくことでですね、今現在進めておりま

すふるさと納税の増額に向けての農業部門を担ってもらいたいと私は今考え

ておりますので、そういった形で独立採算、自分で立って収入も得ながらです

ね、そして新しい新規就農者も育てられるような組織体を目指していきたい

というふうに考えております。御指摘のように、廃止も考えましたがこれまで

の投資分、これもやはりございます。そして、新規就農者も６名、誕生してお

ります。そういった部分も鑑み、今一もう少し私の代で、改革をさせていただ

きたい。そしてしっかりと自立した公社そしてできればもう公社という名前

も変えていきたいというふうに思っています。そういう意味で少し先を見な

がら、持続可能な経営体に変えていきたいということで、雇用形態もですね、

この協力隊の雇用形態も見直したいと思います。現在の形だと、なかなかです

ね、時間が何時何時と決められていて、夏場の暑い時期時間帯にも作業しない

と間に合わないとか、そういうちょっと不便なところも現場から声が聞こえ

ておりますので、そういった作業時間がこの気候自然に合わせて、働きやすい、

形態に変えていくことを目的として、企業、雇用形態を変えていこうというこ

とでもございます。全てが、独立をしていくための手段ということでの一つと、



御理解を頂きますようお願いをいたします。以上です。 

○議長 山室昭憲 橋本議員。 

○１０番 橋本功 はい。１０番橋本です。村長は、改善策も検討されていると

いうことでございますので、また、それが決まりましたら、お話を頂ければと

思います。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 はい村長。 

○村長 太田吉浩 はい。先ほどですね、公社の収支も、議会の皆様に報告させ

ていただきました。しっかり光明盛大にきちっとですね、そして地域の皆様何

よりも愛されるというか、必要とされる組織に生まれ変わらせていかなけれ

ばならないと思っております。私も村長ということで、理事長にもなりますの

で、その責任をおいて実行してまいりますので、引き続き、議会の皆様にも説

明をしながら、そして公明盛大な組織体に変えていきますことを最後にお約

束申し上げます。以上です。 

○議長 山室昭憲 以上で１０番、橋本功議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 ここで、休憩をいたします。２時１５分。１５分から再開い

たします。 

 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午後２時０５分 休憩 

午後２時１５分 再開 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 再開いたします。６番、坂田正也議員の質問を許可します。 

○６番 坂田正也 ６番坂田です。議長の許可を頂きましたので、一般質問をし

ます。私は、買物弱者対策について質問をします。太田村長は、政策に七つの

公約を提言されています。項目として、１温泉環境、２買物弱者対策、３ふる

さと納税の倍増、４遊具つき公園の整備、５有害鳥獣対策、６企業やスポーツ

大会の誘致、７農作物の販路拡大です。その中で、買物弱者対策として、買物

弱者ゼロを目指す取組は、本村において重要な課題である。そして、状況を改

善するためには、スーパーマーケットの誘致が不可欠であると村長は明言さ

れています。予算で、企業誘致基本計画策定に１,６００万円が計上されてい

ます。まず、企業誘致基本計画書の内容を具体的にお尋ねします。また、企業

の誘致に向けた今後のスピード感を持った対応について、村長にお尋ねしま

す。お願いします。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ６番、坂田議員の御質問にお答えをいたします。企業誘致基



本計画書とは、産業用地基本計画のことと思われますのでその理解でこれか

ら答弁をさせていただきます。当初、産業用基本計画については、役場北側の

下西原農地の約２ヘクタールをトライアルをはじめ、スーパーなどの小売店

を含め、複数の業種を誘致するために、策定することとしておりました。その

後の協議において、トライアル、の出店は依然として検討中であるとのことか

ら、全体的な内容の見直しが必要であると考えています。現時点では、基本計

画の策定における企業選定については未確定の状態となっております。本来

であれば、前村長時代に、事前にトライアルとの詳細協議及び関連企業等の誘

致決定を踏まえた上で、先ほど１,６００万と言われましたが、具体的な事業

に着手すべきであったとの思いもございます。が、私が村長就任した際、私の

公約におきましても、村内に活気とにぎわいを取戻したいとして村内のスー

パー誘致を掲げております。早急な対応が必要な事案であることとして、現在、

継続協議として民間企業の誘致に向けて動いているところであります。その

上で、関係者の方よりいろいろと御提案を頂いておりますが、課題もあるとし

て検討調整を重ねているところです。なお、当初計画に上がっていたトライア

ルには、あさって、９月１０日に私が福岡県にある本社を訪問し、改めて店内

出店について御相談させていただくということで、面会のアポイントもとれ

ております。トライアルに限らず、主たる進出企業が決定すれば、具体的計画

も速やかに、策定できることとしております。次に、企業誘致に向け、今後の

スピード化の対応についてですが、私自身も地域経済の活性化と生活の利便

性向上を両立させていくことが喫緊の課題であると認識をしております。そ

の中でも、スーパーの出店は住民サービスの向上のみならず、地域の雇用創出、

地産地消の促進、災害時の物資供給体制の強化といった多面的な効果をもた

らす重要な要素であると考えております。特に人口減少、高齢化が進む本村に

おいては、日常生活の利便性を確保する生活の基盤として、のスーパーの確保

や、移動販売との連携は、急務であります。そのため、私自ら、村への出展企

業参入について、金融機関や、不動産会社などにも情報提供を行いながら、進

出条件等についても助言を頂くなど、協議調整を行っているところでありま

す。なお、計画策定地の庁舎北側については、この半年間、自ら営業しての印

象でありますが、民間企業からすれば、進出メリットが弱いとようであります。

立地は村の中心部、さらに県道と隣接しているとはいえ、道の駅あそ望の郷の

ように、既ににぎわい拠点として確立している場所ではなく、県道２８号熊本

高森線や、国道３２５号に比べますと、交通量も少なく、周辺に住宅も少ない

がゆえに、企業進出における立地条件としてはハードルが高いようでありま

す。そのため、速やかな企業進出を促すために、村で施設を建設し、賃料を徴

収するテナント方式を採用することも新たに検討を始めます。企業にとって



は当初の設備投資が抑えられ、本村に進出しやすい環境を整備することも選

択肢に加える必要があるのではないかと考えているところであります。仮に

村が施設建設をする場合、単独起債ではなく、各種補助金やふるさと納税寄附

金等を活用するなど、財源確保と並行して取り組む必要があります。引き続き

速やかな計画策定に向け、まずは主たる進出企業を確定できるよう、継続し、

誘致営業活動を行ってまいりますので、御理解頂きますようお願いいたしま

す。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 坂田正也委員。 

○６番 坂田正也 はい、６番坂田です。御答弁、ただいま頂きました。今後、

買物弱者ゼロの村の実現に向けた取組を強化する。そして、村民が住みやすく、

安心して生活できる環境づくりを進めていただく。スーパーマーケットの企

業誘致に向けて、今後、スピード感を持った対応を切に強くお願いをします。

以上です。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。御指摘ありがとうございます。私も坂田議員と同じ問

題意識、認識を強く持っております。しかしやはり民間企業を誘致するという

ことはある程度大きな企業になればなるほど、収益性、そういったものを緻密

にですね、調査をして、判断するということで、本村の立地がですね、西側は、

大津町に近い。東側は、高森町に近いということで、やはり買物弱者をニーズ

としてやはりこの役場中心部、というところが一つの大きな課題でもあるか

なというふうに認識をしております。その課題解消のための店舗誘致と、そし

て、現在村内で活動されていらっしゃる移動販売、福祉的な意味合いもござい

ます。個別に、食材を届けされているというお話も聞いておりますので、そう

いった二つの動きをしっかりと支援をしながら、買物弱者ゼロに向けての村

づくりを早急に進めてまいりたいというふうに考えております。まずは役場

北側の誘致企業をしっかりと私自身、トップセールスで動き回りたいと思っ

ておりますので、また、議会の皆様には動きがありましたら、政策懇談会等で

も、御報告をさせていただきたいと思います。どうぞ御理解よろしくお願いい

たします。 

○議長 山室昭憲 以上で、６番坂田正也議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 ５番岡智則議員の質問を許可します。岡議員。 

○５番 岡智則 はい、５番岡です。議長の許可、許可を頂きましたので質問を

行います。今回は２問ありますので、議長、一問一答方式の許可をお願いいた

します。 

〇議長 山室昭憲 はい、許可します。 



〇５番 岡智則 ありがとうございます。１問目村の基幹産業である稲作を維

持発展させるため、村の支援策についてお伺いいたします。近年、地球温暖化

の影響による高温障害が発生し、品質や収量の低下が懸念されています。また、

村内で、地域の農業事業者の耕作放棄地増加が加速しており、農地の維持管理

にも課題を抱えています。さらに、農業資材や燃料等の価格高騰に伴い、生産

コストが上昇しており、米価も高騰傾向にある中、昨年来、生産量不足による

全国で米価格高騰が大問題となっております。そして、先月、政府は、需要が

足り続ける、という前提の見通しが見余ったとし、生産量不足が価格高騰の原

因であると認め、増産へ方針転換しました。１番目の質問はこうした中、村行

政として、南阿蘇村の稲作をどのように維持発展させ、課題に対し、どのよう

に支援や対策を講じていくのか、村長の所見をお伺いいたします。２番目に、

今まで申し上げた村の稲作を取り巻く課題に対し、その解決策として、農林水

産省が昨年度から開始した生産力強化に向けた水田経営モデル確立支援事業

の活用を提案いたします。この事業は、担い手の減少や水田の集積、大規模化

といった現場の課題を踏まえ、収益性の高い水田農業経営モデルの構築を支

援するものであり、本村においても、耕作放棄地の再生や、高温障害に強い品

種の導入、資材コスト、低減など、促進する契機となり得ると考えます。村と

してこの国の事業を積極的に活用するお考えはあるのか、村長の所見をお伺

いいたします。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ５番、岡議員からの御質問にお答えをいたします。質問の要

旨１でございます。南阿蘇村の稲作の現状としては、昨年までの米価格低迷や

資材高騰等の影響で、稲作による所得確保は難しい状態が続いており、後継者

の確保も困難な状況であると認識しています。昨年秋から米の価格上昇して

いるものの、今後も現在のような価格が継続する補償もなく、国の政策として

の所得補償も、検討されている段階です。そのような中、本村としては、豊富

な湧水や、冷涼な気候を生かした栽培で、農薬の使用回数が少ないことなどを

さらにＰＲして、ＪＡ阿蘇とも連携しながら、ブランド化を図っていきたいと

考えています。ブランド化に向けた取組の一つとして、南阿蘇村のお米をふる

さと納税返礼品として、今以上に販売できるよう取り組んでまいります。一方

で、高齢化に対応した省力低コスト化も重要であり、今後は、田植の省力化、

水田畦畔の草刈りの省力化などを具体的に進める必要があると考えています。

次に、質問の要旨２ついてです。議員から御提案頂いた、生産力強化に向けた

水田経営モデル確立支援事業は、農業者が地方自治体、農業団体など、地域の

関係者が、連携してコンソーシアムをつくり、大幅なコスト低減を目指す産地

に対して、コスト分析やコスト低減に係る取組状況の把握、課題抽出、必要と



なる技術、多収品種の導入実績実証、人材育成等の取組を総合的に支援する。

定額で上限１,０００万円の事業であります。実証実験として３年間取り組め

る補助事業であり、今後の気候変動も視野に入れれば、省力低コスト米の確立

には有益な事業だと考えています。そこで、事業実施に向けて、現在、農業み

らい公社が主体となり、村内の農事組合法人などと協議を進めているところ

であります。今後、村では地の利を生かした高価格帯のブランド米と、稲作農

家の高齢化が進む中で、省力化を前提とした低コストの両立を目指したいと

考えています。昨年から始まった令和の米騒動を受けて、国の政策転換が進ん

でいます。本村としてはその動きに振り回されるのではなく、村が目指す方向

性とマッチした補助事業を吟味しながら、活用していく考えであります。議会

からもさまざまな御提案を頂きながら、中山間地域における効率的なそして

持続可能な米づくりと、農家の所得向上に向けて、全力で取り組んでまいりま

す。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 岡議員。 

○５番 岡智則 はい、５番岡です。最初申し上げたように、今、村は資材高騰、

高温障害、農地の管理などに課題を抱えています。１番の質問に対し、豊富な

湧き水や気候を生かし、ＪＡとも連携し、ブランド化を図っていきたい。また、

省力化、低コスト化を進める必要があるとの答弁でした。２番の質問で、私が

提案した水田経営モデル確立支援事業については、省力低コスト化米の確立

には有益で、農業みらい公社が主体となって村内で協議を進めているとのお

答えでした。そして、村長は補助事業を積極的に活用していくとの考えも述べ

られました。１０日前に、国の来年度予算で農水省は米の増産など、２.６兆

円の概算要求案が判明しました。内容は、提案した事業や、新しい栽培方法調

査、普及、高温に強く、収穫量の多い新品種への切替えの後押しも含まれてい

るようです。是非内容を精査していただき、予算成立後、村に有効な補助事業

は、是非取り組んで頂きたいと考えますし、また、村の稲作維持、発展、消費

拡大のため、最後に村長が力を入れておられるふるさと納税、返礼品の米のさ

らなる活用策について、今の状況、お考えをお聞きいたします。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。岡議員からこの農水省の事業などの御提案を頂き、本

当にありがとうございます。先ほど来お話あるように、なかなか村が単独でこ

れから事業を進めていくというところが今、財政的にも厳しい状況であると

いう中で、村が目指す方向と、国がそういった支援の事業のメニューをしっか

りですね、合うものであれば、活用していきたいと思いますので引き続き、い

ろいろな情報提供頂きながら、また農政課ともですね、情報提供など頂ければ

ありがたいと思いますし、農政課もですね、そういった情報収集のアンテナを



さらに高めて、今後の農家の皆様の省力化と、そして所得向上に向けた取組に

我々も執行部を全力挙げて取り組んでまいりたいというふうに思っておりま

す。そして、ふるさと納税の部分は後ほど工藤議員からも御質問も控えており

ますが、やはりこの南阿蘇村の米というものがとても魅力がある、力があると

いうことが、実はですね、先ほど、後ほど申し上げると思ったのですが、今回、

ふるさと納税の楽天のですね、ポータルサイトで南阿蘇の米が全国１位と、い

う売上げを、記録しました。私もさっき来る前にもう１回確認したのですけど

間違いありません。総合３位で、米部門で１位というようなことで、見せ方、

そして売り方でですね、全国の方から、と注文し頂いたということは一つの自

信にもなったところです。しっかりとこの村の米を財産として、しっかりと守

り育てていくそのためにはやはり、生活が成り立たなければなりません。そう

いった意味でしっかりと、この村の米を作り、支援をしていくということ、そ

して新しいことも取り入れながら、時代に合わせた、そして、この中山間地の

経営、厳しい環境にも適した在り方というものを、柔軟な発想で取り組んでま

いりたいと思いますので、引き続きの御提案、よろしくお願い申し上げます。

以上です。 

○議長 山室昭憲 岡議員。 

○５番 岡智則 答弁ありがとうございました。期待しております。それでは次

の質問に入ってもよろしいでしょうか。２問目の質問です。熱中症対策の質問

です。９月に入り、朝夕は涼しく、感じてきましたが、今年の夏というか、今

年の夏も、非常に暑い日が続きました。異常気象、猛暑が続き、全国で対策の

必要性が叫ばれており、厚労省各スポーツ協会、自治体等で真摯が出され、実

効性のある素早い対応をとられています。村内でも特に農地ハウスの中で仕

事をされる農家、野外で、現場の、建設業、観光業事業者の皆様、小・中学校

部活動等の児童生徒、そして幼児、高齢者等、熱中症をいかに予防していくか

が課題となっており、まずは村が先頭に立つ、対策を推し進める必要があると

考えます。村の最新の熱中症対策についてお聞きいたします。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。お答えをいたします。岡議員が危惧されているよう

に、私もここ数年、本村においても、気温の高い夏日、猛暑日が５月から１０

月頃まで続き、村民の皆様の熱中症等の健康管理について感じているところ

であります。国の動きとしては、この数か月に及ぶ気温の高い期間について本

村のみならず、日本全土が地球規模の気候変動の影響を受けているとし、平成

３０年制定の気候変動適応法を改正し、令和６年４月から改正気候変動適応

法として施行しました。この改正では、主に熱中症対策が強化され、熱中症特

別警戒情報、いわゆる熱中症特別警戒アラートの創設や市町村の責務を定め



られました。内容としては、気候変動適応法に関する地域の実情に勘案した施

策の推進であります。一つ目が、水分、塩分の補給や室温等の調整など、熱中

症対策の普及啓発であります。このことについては、熱中症警戒情報、言い換

えれば熱中症警戒アラートが環境省等から発表されましたら、テレビ、ラジオ

ＳＮＳなどを通して、熱中症対策への注意喚起が行われています。さらに、熱

中症特別警戒アラートが発表されましたら、村としては、防災行政無線、防災

ライン等を活用して、命を守る行動をとってくださいとなど、村民の皆様への

情報発信を強力に推進せねばなりません。二つ目が、暑さからの身を守る、指

定暑熱避難施設、一般的なクーリングシェルターと言われるものの指定であ

ります。クーリングシェルターは、気候変動適応法に基づき、危険な暑さから

身を守るため、冷房設備を備えた避難施設です。現在村では、村の主管理施設

として、ＬＯＯＰみなみあそ、福祉センターを指定しています。村の管理指定

管理施設以外では、施設管理者の同意を得た後に協定を取り交わし、現在、南

阿蘇村社会福祉協議会が管理する久木野総合福祉センター、民間施設として

は、阿蘇ファームランドの１か所、合計４か所をクーリングシェルターとして

指定をしております。クーリングシェルターの追加指定については、地域全体、

社会全体で熱中症に備える体制づくりの観点からも、重要と位置づけ、継続し

て事業者等への協力啓発を進めてまいります。三つ目が実施体制の構築です。

要綱を添付しておりますが、６月に南阿蘇村熱中症対策本部を設置し、関係各

課において、熱中症の予防、安定的な水の供給、暑さへの警戒及び対策等につ

いて確認したところでございます。議員の皆様にも、熱中症特別警戒アラート

が発表されましたら、議会事務局から情報が提供されることとなっています。

次に、村内の保育園、小・中学校の対応といたしましては、熱中症警戒アラー

トや暑さ指数測定器により測定した暑さ指数を確認の上、熱中症対策ガイド

ラインに基づきながら、日頃の健康観察をはじめ、こまめな水分補給、十分な

休憩の確保などに配慮しながら、保育園活動、小・中学校活動を行っておりま

す。また冒頭に気候変動適応法が改正された際、国民、各事業所も熱中症対策

に協力することが定められました。このことから、自助共助公助の流れを基本

とし、まずは国民の皆様、村民の皆様お１人お１人が熱中症対策に取組、次は

家庭での対策、そして近隣と助け合い、最後に公的支援と考えております。岡

議員の質問につきまして、村が先頭に立つ対応が必要であるとのことであり

ますので、具体的な補助制度等を今後考案できないか、示唆されているのでは

ないかと考えます。補助制度は、厚生労働省が予算化している事業所向けの空

調ジャケットの補助制度等があります。村においても、これらの情報収集と村

民周知に努めると同時に、各事業所におかれましても、国等の情報に対してア

ンテナを高くして頂ければ幸いです。今後において、熊本県内で見れば、山間



部高齢者に位置する本村でありますが、それゆえに暑さなれしていない村民

のことを鑑み、熱中症対策補助金等の整備については、県内市町村の動向を注

視しながら、具体的な施策に反映してまいりたいと考えています。以上で答弁

を終わります。 

○議長 山室昭憲 岡議員。 

○５番 岡智則 はい、岡です。答弁で、改正気候変動適応法に基づいた今の村

の取組状況は理解いたしました。先週の熊日新聞に、夏の平均気温が最高を更

新し、異常が日常になりつつあるとして、専門家が強い危機感を持つように呼

びかけています。との記事が、掲載されました。今は自然相手だから仕方ない

ではなく、温暖化による災害と認識すべきだと私も考えます。御高齢な方、体

力のない子どもたち、炎天下でも、野外で仕事をされる多くの村民のためにも、

答弁の最後に触れられた補助制度等、有効な対策を考える時期に来ている。村

政として考えていただきたいと要望いたしまして、質問を終わります。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。御指摘ありがとうございます。異常が日常と、まさに

そのとおりだと思います。しっかりとそういうこの南阿蘇だから大丈夫では

なくてですね、やはりしっかりと村民を守るという観点から、きちっと対応し

てまいりたいと思います。また村内の小・中学校校長が連名で、学校施設、特

に体育館への空調の整備を要望書も頂いております。国の補助などもしっか

り活用しながら、早期に対応するようにということで、教育委員会と今協議を

しているところでございます。しっかりと村民の皆様、そして子どもたちが安

心して部活動等ができるような環境づくりにも取り組んでまいりますことを、

お誓い申し上げて、答弁とさせていただきます。引き続きよろしくお願いいた

します。 

○議長 山室昭憲 以上で５番、岡智則議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 ３番、山本涼子議員の質問を許可します。 

○３番 山本涼子 ３番。山本涼子です。自然環境と太陽光ソーラーパネルにつ

いて質問させていただきます。まずは、このような質問の機会を与えてくださ

った皆様に感謝いたしますとともに、南阿蘇村の自然環境と水未来を担う子

どもたちを思い、心を込めて質問させていただきます。さて、今、日本中で取

り沙汰されている外輪山に貼り付けられた大量のソーラーパネル、熊本県民

のみならず、日本中の国民が変わりはてた阿蘇外輪山の現状を見て、大変心を

痛めているようです。村長は、太陽光ソーラーパネル事業の現状を把握されて

いらっしゃいますでしょうか。皆さん御存じのとおり、阿蘇は世界農業遺産や

ユネスコ世界ジオパークの認定を受けるなど、世界に誇るべき資産を有する



地域と評価されており、熊本県や関係市町村を中心に、世界文化遺産登録の推

進が進められていると認識しております。その外輪山の外側とはいえ、熊本市

方面から帰宅する際に、目に入るソーラーパネルには違和感しかありません。

それだけではなく、高森や山都町の人目につかない牧野跡地には、九州一の広

さを誇るメガソーラーの設置など、熊本の豊富な地下水の産みの母体とも言

えるこの阿蘇の地に、自然を破壊して行われる行為を目の当たりにしたとき、

私たちは今何を考えるべきか問われていると感じております。この太陽光パ

ネルの問題は、熊本だけではないのは皆さん御存じかとは思います。北海道釧

路市の釧路湿原という国立公園内にソーラーパネルの設置の建設工事が行わ

れております。私はその写真や動画を初めて見たとき、胸が苦しくなりました。

資料として写真を上げさせていただいておりますが、どうしてこんなことが

できるのか不思議に思い調べてみました。遡ること約５年前、２０２０年１０

月、当時、環境大臣であった小泉進次郎氏が、国立公園内での再生可能エネル

ギー発電所の設置を促す規制緩和を行っていたことを知りました。全国各地

で日本の景観を無視した開発が行われています。このことからも、この流れで

いきますと、時の政府、環境大臣の決定で、南阿蘇村の草原にもメガソーラー

施設もしくは多くのパネルが設置される未来が訪れる可能性もなきにしもあ

らずと危惧をしております。そこで、現時点での森林及び農地転用による南阿

蘇村内のソーラーパネル設置の件数と、それぞれまたは総合面積をお尋ねい

たします。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ３番山本議員の御質問にお答えをいたします。資料も提出

頂きましてありがとうございます。山本議員御質問の太陽光ソーラーパネル

につきまして、一般住宅の屋根や地目変更した田畑に設置されるものと、大規

模な土地に設置されるものがあります。このうちメガソーラーとは、出力１メ

ガワット１,０００キロワット以上の大規模な太陽光発電を指します。具体的

な一般家庭数百軒から１,０００軒以上の電力を賄える規模であり、野球場ほ

どの広大な敷地を必要とすることが多いのが特徴です。その設置には、山林や

農地の造成を伴うことがあり、景観や自然環境の影響が懸念されています。本

日の答弁ではこのメガソーラーについて、南阿蘇村の現状と課題を中心にお

答えしたいと思います。現在阿蘇地域は日本ジオパークそしてユネスコの世

界ジオパークに加盟している。世界的にも貴重な自然と文化が残る地域とし、

認められています。このかけがえのない景観を保全し、次世代に引き継ぐこと

は、私たちに課せられた重要な責務であると認識しています。山本議員御指摘

のとおり、阿蘇外輪山をはじめ、日本各地に広がる太陽光パネル現状に対して、

多くの住民が心を痛めていることは承知をしております。再生可能エネルギ



ー事業が本来あるべき自然との共生から乖離しているのではないかという問

題提起は非常に重いものと受け止めております。阿蘇の雄大な自然と複雑な

地層は、私たちの生活に不可欠な水を育む水源であり、かけがえのない財産で

す。この貴重な環境が太陽光パネルの設置によって影響を受け、ひいては水の

恵みが損なわれることへの懸念は、村としても共有するものであります。山本

議員御質問の本村内における太陽光パネル設置の現状について、現時点にお

ける森林農地の転用面積をお答えいたします。まず森林転用による太陽光パ

ネル設置面積は、８件で１.７６ヘクタール、次に農地転用による太陽光パネ

ル設置面積は５１件で１１．６ヘクタールであります。詳細な場所や区画ごと

の面積については現在精査中でありますが、これらの転用が村の景観や自然

環境に与える影響について、改めて重く受け止めているところであります。 

○議長 山室昭憲 山本議員。 

○３番 山本涼子 ありがとうございます。森林１.７６ヘクタール、農地、１

１.０６ヘクタール、現時点での合計が１２.８２ヘクタールということです

が、森林及び農地転用された土地の太陽光パネルの総設置面積は、東京ドーム

が１.７ヘクタールですので、南阿蘇村内の森林と農地転用分、だけでも、既

に東京ドームの約２.７倍もの広さの太陽光パネルが設置されていることに

なります。そもそもなぜこんなにも太陽光パネル設置が問題になっているの

か。景観を損ねることはもちろんですが、目に見えない、または未来に起こる

問題など、予想されるからです。まず一つには、パネルの寿命が２０年から最

長３０年と言われており、太陽光パネルの廃棄の際には、多くの問題がありま

す。これは見通しですが、２０４０年には８０万トンの廃棄パネルが出ると言

われています。ちなみに８０万トンと世界一重たい船が６０万トンを切ると

いうことですので、世界一重たい船の約１.４倍の重さということでイメージ

していただけたらと思います。実は先日、このパネル廃棄問題が解決できると

いうすばらしいニュースが飛び込んできました。岡山県新見市新見ソーラー

カンパニー代表のサクモトヒデユキ氏がＣＯ２排出ゼロで９５％の資源を再

利用できる、半永久的循環型熱分解装置アトムを開発され、インドや中国など、

世界特許も取得済みとのニュースが入り、私も大変喜びました。しかし、それ

も束の間サクモト社長が先月２８日、４９歳の若さで、急死されたとのニュー

スが飛び込んできました。美しい地球を次世代にとの思いで世界唯一の技術

を完成させたサクモト社長の死因は不明だそうですが、その前日には、政府は、

太陽光パネルの再生利用義務化を断念すると発表していたとのこと不思議な

ことばかり起きますが、結局、太陽光パネル廃棄問題は振出しに戻ったようで

す。二つ目に、太陽光パネルには鉛やカドミウム、セレンなどの有害物質が含

まれており、災害時に破損した場合、南阿蘇の水源や地下水に大きな影響を与



えます。また、寿命で廃棄される場合、廃棄業者の有害物質の認識が低いと最

終処分場での処理が行われないケースがあったり、そもそも処分場に持って

いかず、不法投棄の可能性も懸念されています。ちなみに、３年前に問題にな

りました山都町東武原地区の産業廃棄物最終処分場の建設ですが、全国から

反対の署名運動もあり、業者は一旦取下げております。私も現地に何度か行っ

ておりますが、あのような有害物質を含む産業廃棄物などのごみが埋め立て

られるとすれば、どんなに養生したとしても、年数がたてば全ては劣化し、前

回の一般質問でも取上げましたＰＦＡＳなどの永遠の化学物質と言われる発

がん性物質が雨水とともに流出の可能性があります。ちなみに、山都町の最終

処分場予定地だった山間には、遊水地がありました。そこから流れ出した湧水

は川となり、五ヶ瀬側に合流し、アマテラスオオミカミが隠れたとされる天岩

戸で知られる高千穂渓谷を経て日向灘に注ぐという大切な水脈だそうです。

このような大切な水源地を及ぼす行為は、まさに、文化的景観を揺るがしかね

ない大きな問題と考えています。三つ目として、そもそもたくさん太陽光パネ

ルを設置して、私たちの電気代は安くなったのでしょうか。私たちが消費した

電気にかかる料金とは別に、電気代と一緒に口座から引かれている再エネ賦

課金、これはさらに太陽光発電や風力発電などの再エネ事業の普及をさせる

ために、私たちから集めているわけですが、九州に至っては、日中の電気分は

実は余っていて廃棄されているそうです。先日、村長、副村長はじめ関係課長、

そして議員一同で、立野の水力発電所の建設現場に視察に伺わせていただき

ました。大正３年から長年にわたり、戦後の高度成長も支えてきてくださった

黒川第１発電所、熊本地震のような大きな災害があっても、二度と事故が起き

ないようにと、そして、環境に配慮した設計で２年後の完成に向け、工事を進

めていらっしゃいました。この立野の水力発電システムで生み出される電気

は、阿蘇地域に加え、大津町や菊陽町も賄える量との説明を受け大変驚きまし

た。一方、太陽光パネルの寿命は最長３０年、それもパネルの９５％が外国製

であり、その中でも８０％が中国製と言われています。環境、そして文化伝統

に配慮しないやり方で設置し、また再エネ賦課金といういわゆる税金のよう

な形の取立てで、国民から年間約３兆も集め、その資金でさらに太陽光や風力

発電の再エネ事業を国は拡大しています。違和感しかありません。四つ目とし

て、山林、草原が広く占める南阿蘇においては、ソーラーパネルによる災害の

リスクがとても大きいということです。先日、専門の方にお聞きしましたが、

台風や地震、大雨による土砂災害などにより、ソーラーパネルが飛ばされたり、

または設置場所から流されたりした場合、ソーラーパネル１枚になっても、そ

して上のガラスが割れて発電し続けるそうです。ですので、むやみに触れては、

体が吹き飛ばすほどの電気ショックを受けるそうですし、パネルの中でどん



どん発電していくので、それが原因で火災は普通に起きるということでした。

これは別の方にお聞きしましたが、太陽光パネルによる火災の場合、実は関連

の恐れがあるため、消火作業が難しいそうです。山火事が一旦起きれば、火消

しに苦労されることは、地元の方が１番御存じかと思います。山都町や高森の

発電所が災害をきっかけに火災が起きたらと考えると、とても恐ろしくなり

ます。長々とリスクを上げさせていただきましたが、国が進めているとはいえ、

水が生まれる里という自然が豊かな南阿蘇村はここに住む私たちが、この場

所をしっかりと守っていく責任があると思います。そのためには、チームをつ

くり、しっかり議論し、条例等の見直しをしていきながら、環境を壊さない、

つまり、村民の生活環境風土を生かした生業を壊さない取組にこれから力を

注ぐべきだと思います。ちなみに、熊本市江図湖の水源地の土地が中国資本に

より購入されていたことを、市議会議員が突き止め水源保全条例の抜け穴を

指摘したことで、大西市長が地下水をしっかり守って未来につなぐために、こ

の時期にやらなければ、禍根を残すと動き出したことで、結果、中国資本は土

地を売りに出したとのことです。未来を担う子どもたちのために、今ここに住

む私たち大人が立ち止まって考え行動するときかと思います。このような現

状を踏まえ、村長の御意見をお聞かせください。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 太陽光パネルのリスクを具体的に教えていただきまして、

私も勉強になりましてありがとうございます。そういった危険性を払うもの

でもありますが国の方針というか、再エネ賦課金等の推進にもよりまして、都

会に設置していただけたらいいのですけど、どんどん、地方のほうにそういっ

た太陽光パネル設置が進んでいるというような現状に対しまして、村として

も、規制ということで、事業者に対する規制も取組をこちらでちょっとお伝え

をしたいと思います。本村では貴重な自然数環境と景観を守るため、南阿蘇村

環境保全条例と南阿蘇村景観条例に基づき、太陽光発電事業規制をしていま

す。この条例は、村のすぐれた自然環境の保全と秩序ある開発を目的としてい

ます。太陽光発電を含む開発行為に対して幾つかの規制が適用されます。まず、

村長が指定した自然環境保全地域内で開発行為を行う場合、事前の許可が必

要です。また、事業者は、景観条例に基づく開発行為を行う際に、村長への事

業内容の事前届出が義務づけられており、これにより村が事業計画を事前に

把握し、指導や助言を行うことができます。さらに、許可条件に違反した場合、

不正な手段で許可を得た場合、不正な手段で許可を得た場合、あるいは協定に

違反した場合などには、村長が事業の中止や原状回復を命ずることが可能で

す。加えてこの条例は、事業活動によって良好な環境を侵害しないように、事

業者が必要な措置を講ずる責任を定めており、土砂流出や水質汚染のリスク



に対して適切な対応を求めることができます。この条例は南阿蘇村の地域特

性を生かした景観の保全と創造を目的としています。太陽光発電事業は、条例

で定められた工作物の設置や土地の区画形質の変更、そして規制の対象とな

ります。具体的には、山、高原河川などの自然の風景や田園風景を有する景観

形成地域において、太陽光パネルなどの工作物を設置する際には、村長への届

出が義務づけられています。この届出制度により、村は事業計画が景観に与え

る影響を事前に審査し、必要に応じて事業者へ指導勧告を行うことができま

す。さらに届出された行為が景観計画に適合しない場合、村長は、事業者に対

し、設計の変更など、勧告をすることができ、正当な理由なく勧告に従わない

場合には、その事業所を公表することも可能であります。本村の取組とあわせ

まして現在阿蘇地域７市町村で、阿蘇を世界の宝として後世に伝えるため、阿

蘇の世界文化遺産を目指して活動を推進しております。その一環として、平成

２７年１１月には阿蘇の景観を守る宣言を採択し、地域の文化的景観の保全

にチームで取り組んでいるところであります。太陽光発電施設についても、景

観法に基づく届出制度や阿蘇地域共通の太陽光発電施設の設置に関する景観

配慮ガイドラインを策定するなど、行政として、景観保全のルールづくりを進

めています。このガイドラインは、事業者が景観への影響回避、低減するため

の具体的な配慮、事項をまとめたものです。また最後に御指摘のありました外

国人による土地の取得の現状であります。外国人による森林や水源などの取

得についてでありますが、本村においては、外国人名義での土地取得に関する

正確なデータはありませんが、近隣自治体を含め、全国的にこの問題の関心が

高まっており、国や県と連携をしながら情報収集に努めているところであり

ます。特に昨年４月に施行された不動産登記法の改正により、所有者の氏名や

住所の変更、登記が義務化されました。これによって、これまで所有者不明と

なっていた土地の管理がより明確になり、外国人による取得も含めた土地の

所有状況が把握しやすくなると期待されています。大切な水資源や森林がど

のような目的で取得されるのか。その動向を注視し、村の貴重な資源が不利益

を被らないような対策を検討していく必要があると考えております。申し上

げたように、太陽光に関しましては、村独自、そして現在は、阿蘇郡市７市町

村での連携した取組、さらには外国人の土地の取得の現状につきまして、答弁

とさせていただきます。 

○議長 山室昭憲 山本議員。 

○３番 山本涼子 はい、ありがとうございます。令和２年から、阿蘇郡市、阿

蘇市郡市ですね、いろいろ取り組まれていると言われましたけれども、現状は

ですね、どんどん広がっていくというところですので、再度ですね、見直して

いただきたいと思っております。ちなみにですねちょっとまだ知っていただ



きたいことがありますのでお伝えしますが、世界の二酸化炭素排出量比率は、

２０２０年の IEA 国際エネルギー機構によりますと、日本は、２.８％です。

これを２０５０年までに日本はゼロにするという目標だそうですが、そのた

めに１０年間で１５０兆ものお金をかけているそうです。しかしながら、たと

え日本がＣＯ２排出ゼロの目標を達成したとしても、実は、世界の気温上昇は、

０.００６度しか押さえられないそうです。またアメリカのトランプ大統領は、

太陽光風力発電を信頼性の低いエネルギー、また、自然環境を破壊するなどと

批判し、これから太陽光風力電力に係る補助の運用厳格化に関する大統領令

を今年７月に発表しております。そもそもＣＯ２削減は本当に必要な取組か、

木や、花々など、植物が二酸化炭素を吸収し、酸素を生み出し、人間が酸素を

頂き、二酸化炭素を吐く小学校の頃に学んだと私は記憶いたしております。森

林を伐採し、草原にソーラーパネルを敷き詰めることが本当にエコなのでし

ょうか。さらに、木を切り倒すことで、山肌があらわになり、さらにパネルが

熱を吸収することで、実は周囲の気温を上昇させる。光電気ヒートアイランド

効果についての論文を知事より、先日頂きました。地球温暖化を推進している

はずが、基本上昇に追い打ちをかけるという結果ということが書いてありま

した。また、先ほど河内議員が有害鳥獣による森林、農林業の被害対策につい

ての質問がありましたが、野生動物が生きにくくなったのも、実はこの人間に

よる開発のことが原因じゃないかと考えております。自然を壊してまでも、進

めないといけない事業なのか。誰のためにあるのか、少々私は不思議に感じて

おります。世界一すばらしい南阿蘇村は、命の源と言える水の生まれる里です。

再生エネルギーの取組を考えるのであれば、水路を使って村のあちこちに持

ち運びが可能なコンパクトな水車を設置するなどはどうでしょうか。地域ま

たは子どもたちの学習として、定期的に清掃をすることで、南阿蘇村が自らた

くさんの恩恵を受けていることを実感し、水を守り、環境を守るという意識を

自然と身につけていけると思います。農地にも転用せず、荒廃したところは条

件をつけて、農業に関心のある方に、練習の場としてお貸しするのはどうでし

ょうか。お金があっても何も買えない時代が来たとき、１番強いのは農家です。

少し前の米騒動はその一つのメッセージだと感じております。明神池の現状

も同様です。自然の恵みを受けると同時に、メッセージも受け取って、太田村

長を中心に、この南阿蘇村の自然と水を守っていきたいと考えております。南

阿蘇の首長としてやるべきこと今この大切な時代の転換期に選ばれたものの

使命ではないでしょうか。以上３番山本涼子の一般質問を終わらせていただ

きます。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 山本議員ありがとうございました。具体的なですね、いろい



ろ事例を挙げていただきまして私もメモをとりながら勉強させていただきま

した。今おっしゃったように、時代の転換期であることは間違いないと思いま

す。今までの常識が通用しなかったり、おかしかったりするのだろうと思いま

すので、しっかりその辺りは柔軟に対応しつつも、この村の財産であるこの自

然景観、そして水、米、こういったものをしっかりとですね、守っていく方針

であることは間違いございません。それは先ほど来御質問頂いている議員の

皆様に対しても同じ共通した答弁の姿勢であるというふうに感じていただけ

るのではないかというふうに思っております。国もいろいろと今、政治が変わ

ってきています。しかし、村としてしっかりと対応すべきところは、物を申し

ていく。この村としてどうあるべきか、これから持続可能な村づくりについて、

議会の皆様ともしっかりと議論をしながら、実行に移してまいりたいと思い

ますので、今後とも前向きのいろいろな御質問、御意見をちょうだいできます

ようお願い申し上げまして、私の答弁とさせていただきます。御質問ありがと

うございました。 

○議長 山室昭憲 以上で、３番山本涼子議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 ここで休憩をいたします。再開を３時２５分、１５時２５

分、再開いたします。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午後３時１５分 休憩 

午後３時２５分 再開 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 再開いたします。４番、古澤博之議員の質問を許可します。 

○４番 古澤博之 ４番古澤です。議長の許可を頂きましたので、質問を行いた

いと思います。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。簡潔に行います。

線状降水帯、記録的短時間大雨情報、緊急安全確保、１年に数回あるかどうか

の警報が、１日に何回も聞く日が続き、必ず被害をもたらしています。私はこ

こ数年、日本各地で起こっている異常気象による自然災害の被害を重く受け

止め、それを踏まえた南阿蘇村の防災対策の現状について、お聞きしたいと思

います。熊本地震の経験から、私たちは災害時の備えの重要性を改めて認識い

たしました。特に近年は、これまでの想定を超えた災害が頻発しており、住民

の安全を守るための体制を再確認する必要があります。そこで三つの項目に

分けて、防災対策の再確認と質問を行いたいと思います。 

まず一つ目、避難所の運営体制についてお伺いします。南阿蘇村では、避難

所運営マニュアルを策定されていると承知していますが、マニュアルで想定し

ていない事態、例えば、村の職員がすぐに駆けつけられない突発的な災害が起



こった場合、職員が来るまでの間、避難所において、誰が中心となり、住民を

誘導し、初期の運営の音頭をとるのでしょうか。そのための住民や自主防災組

織の方々との具体的な役割分担について、明確な方針をお聞かせください。 

次に二つ目、避難所の備蓄設備についてお伺いします。熊本地震の教訓を踏

まえ、食料や水、毛布といった基本的な備蓄品の定期的な更新や、その保管状

況について、村の具体的な計画をお聞かせください。また近年は、夏場の猛暑

も４０度超えを記録するなど、想定外の被害になりつつあります。避難所の熱

中症対策として、空調設備の導入は整っているのでしょうか、お聞かせくださ

い。 

最後に三つ目、ハザードマップの活用方法についてお伺いします。想定外の

災害が頻発していることを踏まえ、ハザードマップは常に最新の状況に更新さ

れているのでしょうか。その頻度とどのようなデータに基づいて改定されるの

か、お聞きしたいと思います。またハザードマップの情報が村内に住む全ての

住民に確実に伝わることが重要です。デジタル媒体だけでなく、紙ベースの媒

体も、高齢者やネットに不慣れな方々に対しては最も重要なツールとなります。

さらに、南阿蘇村には多くの観光客が訪れます。来村中に災害に見舞われた場

合、観光客の安全を確保するため、ハザードマップの多言語化表示は必要不可

欠だと考えますが、これについて、村の見解をお聞かせください。追加で提案

なのですが、ハザードマップの内容だけでは、実際の災害状況をリアルに想像

し適切に行動に移すことは難しいという課題があります。そこで、ＶＲや災害

シミュレーション動画等を作成活用し、災害時の浸水や土砂崩れ、道路の寸断

などを疑似体験することで、住民の防災意識を飛躍的に高めることができるの

ではないかと考えます。将来的には学校の防災教育に導入したり、高齢者や障

害者向けの避難訓練に活用したりと、防災教育ツールとして使用してみてはい

かがでしょうか、お伺いします。よろしくお願いします。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ４番、古澤議員の御質問にお答えいたします。質問の要旨

１、からお答えいたします。村の予防的避難所及び指定避難所として、一次避

難所から三次避難所までの計１５か所及びペット避難所２か所を村では指定

をしております。パーテーション設置や動線の確保を考慮し、避難所１人当た

り４平米使用した場合、おおよそ１,９００人を収容できると算定しておりま

す。また大規模災害時には、各行政区公民館等を指定緊急避難所として開設す

るとともに、白水保健センターを福祉避難所として活用しますので、熊本地震

と同規模の災害にも避難所として十分収容できると考えております。さらに、

要援護者の福祉避難所として民間宿泊施設を使用することに関する協定を村

内の１３宿泊施設と結んでおります。避難所運営におきましては、議員御指摘



の突発的な災害が発生した場合、仮に各避難所に役場職員が到達するまで時

間を要する場合は、その間、区長、民生委員、自主防災組織を中心とした、避

難所運営をお願いしております。また安心安全な避難所生活を送るため、衛生

管理、食事管理、健康管理の三つの管理には特に留意し、円滑に避難所運営し

ていくために、保健師等をはじめ、関係課、関係機関と連携を密にとりながら、

避難所運営を進めてまいります。次に質問の要旨２についてで、お答えいたし

ます。村内１０か所の備蓄倉庫には、保存飲料水、保存用ビスケットアルファ

―米、そのほかに、寝具類衛生用品、調理用品、避難所用品、衣類等を備えて

おります。賞味期限耐用年数等を考慮し、毎年入替えを行っており、備蓄倉庫

ごとに、数量等を把握しております。ほかに関しましても、直射日光を避ける

などなどとして劣化等を防ぎ、分類ごとに分けて保管しております。食料品関

係の消費期限は５年以上と定めており、入替え予定の食品等は、廃棄するので

はなく、各地域の防災訓練で使用したり、フードロス事業に提供しております。

また近年の厳しい夏の暑さ対策として、熊本地震以降、さまざまな支援をして

いただいておりますＢ＆Ｇ財団の防災拠点整備事業を活用し、移動式スポッ

トクーラーを３台設置しております。が、議員御指摘のとおりですね、この暑

さでもあります。先ほども岡議員の質問にも答弁したようにですね、体育館の

空調設備等は喫緊の課題であるということを十分認識して、これから整備に

取り組んでまいりたいというふうに考えております。続きまして、質問の要旨

３でございます。現在村では、ハザードマップを紙ベース及びアプリ、ホーム

ページで確認できるようにしています。熊本県や村で実施する豪雨対応訓練

の際はもちろんのこと、各地域の自主防災組織の研修でも、参加者に居住地域

の危険か所や自宅の危険度等を確認してもらうことで、避難経路を決める際

のツールとして活用しています。また消防団にとっては、管轄地域の危険か所

を把握するために役立てています。また特に、移住者の方から相談の多い住宅

建設に係るイエローゾーンやレッドゾーンの確認にも、活用しているところ

でございます。なお、外国の方向けには、ハザードマップや村内の病院の位置

図を英訳したものを閲覧用に作成していますが、あわせて多言語化に対応し

ている熊本県の防災情報熊本を紹介しています。現在のハザードマップに掲

載されている浸水想定区域情報は、国土交通省において２日間の想定最大雨

量８６０ミリを想定し作成されていますが、近年は線状降水帯の発生により、

短時間で想定外の雨が降り、同時に、土砂災害警戒における土壌雨量指数も急

激に上昇することで、土砂災害の危険度が一気に高まる傾向にあります。先日

１０日に発生した線状降水帯による大雨では、村内において、農地等の災害が

５件、道路や宅地等の災害が３件発生しました。避難につきましても、最大で

５９名の方が各避難所に避難されております。当日の避難指示発令後には、村



内河川沿いの浸水想定区域に居住される方々に、消防団が戸別訪問を実施し、

避難の呼びかけを行っております。村としましては、大雨が予想される場合は、

明るいうちに早めの避難を呼びかけ、予防的避難所も早めに開設するようし

ております。引き続き、自助の観点からも、住民の方々に、早めの避難行動を

呼びかけてまいります。最後に、ハザードマップにつきましては、令和３年度

に更新を実施しております。今後も熊本県の災害想定の見直し等に合わせて、

村のハザードマップも随時更新してまいります。また、議員御提案がございま

したＶＲ等を活用した防災訓練、こういったものを私も一応体験をしまして、

有効である、有益であるということであるならばまた採用に向けて前向きに

検討させていただきたいと思います。御提案頂きましてありがとうございま

す。以上で答弁を終わります。 

○議長 山室昭憲 古澤議員。 

○４番 古澤博之 はい。丁寧な御答弁村長ありがとうございます。南阿蘇村、

いつも、予防的避難でいち早く出ているのをいつも確認しておりますすばら

しいなと思っております。毎年刻々と気象情報ですね、変化しておりまして想

定外というのが常に付きまとってきますけども、そこを基準として、今からで

すね地震、水害乗り越えてきた南阿蘇村として、最高レベルの防災の対策を今

後とっていただきたいなと希望を込めまして、質問を終わりたいと思います。

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。御質問ありがとうございました。先ほど御指摘頂きま

したように、８月の豪雨では、予防的避難所、恐らく県内で１番早く発令をし

たというふうに伺っております。空振り恐れず、空振ってもそれがよかったと

言えるように、全庁を挙げて、防災意識、この被災した自治体だからこそでき

ることをやらなければならないことをしっかりと頭に入れながら、そして、冒

頭申し上げました。今回の被災をされた方々の自治体にもですね、若手の職員

も派遣をして、熊本地震以降に入庁した職員にも経験としてですね、そういっ

た支援も行っているところです。職員も意識を高めながら、そして、これから

の南阿蘇の村民の皆様の生命財産をしっかり守れるような避難所体制、そし

て災害対応に努めてまいります。今後とも、また有益なですね、御提案等も頂

きまして、ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○議長 山室昭憲 以上で４番古澤議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 ２番、工藤眞巳議員の質問を許可します。 

○２番 工藤眞巳 ２番工藤です。議長の許可を頂きましたので、通告に従い一



般質問を行います。南阿蘇村の発展に少しでも貢献できるよう、精いっぱい務

めさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。さて、私は、ふる

さと納税の現状と、ふるさと納税を生かした農業振興についてお尋ねをしま

す。前回は、このふるさと納税の目標達成に向けた戦略や返礼品についてお尋

ねをしました。今回はさらに具体的な内容について質問させていただきます。

全国的に、ふるさと納税の競争が激化する中で、本村のふるさと納税は、豊か

な自然とその恵みが産んだ質の高い農畜産物を生かした魅力的な返礼品が強

みであると認識しております。しかし、ふるさと納税を単なる財源確保の手段

として捉えるだけではなく、村の基幹産業である農業を活性化させ、持続可能

な発展へとつなげる絶好の機会だと考えるべきではないでしょうか。そこで、

次の４点について、村長にお考えをお伺いします。 

一つ目、ふるさと納税の納付状況について、令和７年度も半年が過ぎようと

しております。直近のふるさと納税、ふるさと寄附金の納税額をお聞かせくだ

さい。また、村長が掲げる目標達成に向けた進捗状況についてもあわせてお尋

ねいたします。 

二つ目です。ふるさと納税の現状と課題について、本村のふるさと納税にお

ける農業関連の返礼品について、現在の状況をどのように評価し、どのような

課題があると認識されていますか。特に、生産者の参画状況や、新たな農産品

の発掘についてお考えをお聞かせください。三つ目です。返礼品の確保状況に

ついてです。南阿蘇村の返礼品では、清らかな水と澄んだ空気を育むお米が大

変好評だとお聞きしております。そこで、令和７年産の新米の価格が高騰して

いる状況の中で、ふるさと納税用のお米をどの程度確保できているかお尋ねい

たします。四つ目です。農業振興と連動させるビジョンについて、先ほど申し

ましたとおり、ふるさと納税を単に返礼品の増やすだけではなく、村の農業を

支援し、生産者の所得向上や新規就農者の増加に結びつけるための長期的なビ

ジョンをどのように描いていらっしゃいますか。具体的な施策として、南阿蘇

ブランドの確立の加工品の開発への支援などについて考えがあればお聞かせ

ください。以上４点につき、村長の答弁をお願いします。 

○議長 山室昭憲 太田村長。 

○村長 太田吉浩 ２番、工藤眞巳議員の質問にお答えいたします。まずふるさ

と納税の現状につきましては、９月５日現在の寄附金、納付額は、５億３２３

万円となっており、昨年の４億３,０００万、前年を大きく上回り、前年同月

比で４３０％、３億８,６１４万円増で、順調に推移をしています。また企業

版ふるさと納税は昨年５４５万円でしたが、令和７年８月末現在で既に前年

度の約３倍となる１,５６０万円であります。引き続き返礼品の充実や、村の

ＰＲ力を入れることで、さらなる増額を期待しているところでございます。次



にふるさと納税の返礼品の取組の現状といたしましては、村の畜産物や加工

品等の開発については、村の主力返礼品である米、赤牛馬刺しなどの容量やセ

ット内容、価格の見直しなどを行うことでよりお得感のある商品の提供に取

り組んでいるところであります。また課題といたしましては、米の生産面積の

拡大や出荷できていない、いわゆるＢ級トマトや、摘果メロン等の活用などに

ついても、新商品として開発できないか、村内への生産者の声を聞きながら、

農業未来公社や南阿蘇観光局とも連携して、取組を行ってまいりたいと考え

ております。また返礼品の確保状況では、本村のふるさと納税返礼品の主力商

品である米は、中間委託業者である。株式会社ローカルの令和６年産在庫は８

月末現在、約３００トンであり、９月中には在庫がなくなることが見込まれて

おります。なお、令和７年度の米の入荷見込みはＪＡ阿蘇から１,０００俵の

入荷を見込んでおりますが、最終的な確保量は、ローカルの仕入れ状況に応じ

て変動することになります。そのほか、村の農畜産品や加工等についてで、ご

ざいますが、本年度は村内で栽培したバラやハーブを使った化粧水や南阿蘇

の湧水で育てたうなぎ、赤牛の食品ロスをなくすとともに、部位Ｖの特徴を生

かしたコロッケやペットフードなど新たな商品開発など、村内事業者と連携

し、協議を行っているところです。農業振興と連動させるビジョンについては、

現在、改定策定に取り組んでおります。村の総合計画に掲げる長期的な地域振

興と社会資本整備を着実に推進する財源として、農業振興と連動させた施設

運用が不可欠であると認識しています。総合計画では、人口減少対策、産業の

競争力強化、農業の持続可能性、地域ブランドの確立、雇用の創出と定住促進

を基本法施行として、掲げており、寄附金の使途をこれからのも、これらの目

標に直接結びつけることが地域の持続的発展に資すると考えます。その上で、

長期ビジョンといたしましては、第１に、安全、安定した食の供給力の強化を

軸に、第２に、地域資源を活用し、生産性向上と市場の開拓、第３に、次世代

を担う人材の育成と地元定住の促進、この三つの柱を基本に取り組んでまい

ります。この方針に基づき、ふるさと納税が単なる寄附金の獲得にとどまらず、

農業振興と総合計画の実効性を高める手段として機能するよう、現在全庁を

挙げて取り組んでまいります。具体的にはふるさと納税の寄附金を農業用機

械施設等の更新、若手女性農業者の育成支援、農産物のブランド化、販路拡大、

体験型観光との連携など、複数の政策に関し、村単独補助事業などにて、農業

者の皆様が活用しやすい支援ができればと考えております。これにより、農業

の生産性と収入の安定、地域雇用の拡大、村のにぎわいの創出を同時に進め、

長期的には人口の定着と地域コミュニティーの活性化を実現してまいります。

またこれらの事業を実現するための組織として、先月、ふるさと納税推進プロ

ジェクトチームを庁舎内関係課職員が参画し、新たに発足いたしました。農政



課からは、未来公社の担当者、有機農業推進係、畜産係担当職員が参加し、現

在、村内農畜産品の商品開発について協議を行って、連携し取り組んでいると

ころであります。このプロジェクトチームの上位に位置する戦略会議では、私

が本部長となり、旗を振ります。役場内で複数課がまたがり民間企業で例える

ならば、営業課を立ち上げたようなイメージであります。役場特有の縦割りで

はなく、稼げる村を目指す太田村政の実践としての新たな取組であります。職

員たちがどうすれば南阿蘇は村が選んでもらえるのか。効果的なアピール方

法はどうすればいいのかと、自分たちで考え知恵を出す経験は、ふるさと納税

の倍増以上に、私は今後の村づくりの主力となり、人材育成の効果も期待して

いるところであります。また今回の一般会計補正予算において、ふるさと寄附

金について、歳入増としております。その上で歳出においては、広告宣伝のた

めの経費を計上させていただいております。楽天ポータルサイトへのインタ

ーネット検索連動型有料バナー広告やレビューキャンペーンなどを実施する

とともに、村公式インスタグラムによる情報発信など、これから需要の高まる

年末に向け、南阿蘇村の情報発信をより一層強化することとしております。あ

わせてゴルフ場や宿泊施設など、現地決済型のふるさと納税システムの導入

や、庁舎２階大会議室前にもありますが、デジタルサイネージの設置台数も増

やし、さらなるＰＲ強化に取り組むこととしております。前回も、工藤議員か

ら一般質問の答弁で申し上げましたが、ふるさと納税は納税額を増やすこと

だけが目的ではありません。あくまでも手段であり、ふるさと納税の獲得業務

を通して、全国に南阿蘇村をアピール発信できます。村内業者にとっては、商

品開発力や村の農畜産物、販売の向上につながります。それが結果的に地場産

業の育成や農家の所得向上に寄与します。同時に、先ほど答弁したように、職

員の意識向上、人材育成にまで波及する効果がふるさと納税に力を入れるこ

とで得られるプラス効果です。その結果として、村にも税収が増えれば一石二

鳥にも３鳥４鳥の好循環が生まれます。私は選挙時に大きな目標金額を掲げ

ましたが、国が定めたルールはしっかり遵守し、目標達成に向けた数々の取組

を通して、村内経済を強く活性化させたい。この原理原則を貫いていくことを

再度お誓い申し上げ、私の答弁とさせていただきます。 

○議長 山室昭憲 ２番工藤議員。 

○２番 工藤眞巳 はい。村長御答弁ありがとうございました。プロジェクトチ

ームなど結成され本当にこう、庁舎一丸となって太田村長中心に頑張られて

いるところがよく分かりましたし、また、ふるさと納税が伸びつつあるという

事実は大変喜ばしいことだと思われます。ただ、ちょっと一つ気がかりなこと

がございまして、９月で国の制度改正が行われるという事実がございまして、

業者が行っているふるさと納税に対するポイント制度がなくなるということ



がありまして、９月の駆け込み納税というのも予想されると思われます。ただ、

９月まではそれで延びたとしても、今後１０月以降、ポイントの付与がなく、

ふるさと納税の減少につながりはしないかと危惧をしているところでござい

ます。この９月の制度改正後の影響をどのように想定されているのでしょう

か、お尋ねをしたいと思います。 

○議長 山室昭憲 村長。 

○村長 太田吉浩 はい。工藤議員御指摘のとおり、制度改正前の駆け込み需要

と申しますか、通常は年末にですね、需要が大きくなるふるさと納税額が伸び

るという傾向にある中で、その消費の先食いをしているという認識は私も持

っております。しかし、我々はそのポイントを当てにして今まで商品開発を行

っておらず、余り制度改正に対して本村が受ける大きな影響は少ないと感じ

ております。しかし先ほど申し上げたように、年末に予定した需要、消費をこ

の９月に先食いしたという危機感を持っておりますので、引き続き関係各所、

そしてプロジェクトチームなど、商品開発、そして村のＰＲ、そういったもの

をしっかりと発信することで、さらなるリピーターにつなげていくような、運

用、制度を逆手に、それに影響されないようにしっかりと万全の対策をとりな

がら、現在企画観光課の中に担当職員を配置しております。そういった他の自

治体の情報なども取り、制度改正後の影響を受けない対策づくりをしっかり

私も本部長として、旗を振ってまいりたいと考えております。 

○議長 山室昭憲 工藤議員。 

○２番 工藤眞巳 はい。ふるさと納税は村外の応援している人々との絆を深

める貴重なツールだと思います。この機会を最大に生かし、南阿蘇の美しい自

然と農業を守り、次世代に引き継いでいくことが非常に重要だと考えます。 

○議長 山室昭憲 いいですか。太田村長。 

 

 

〇村長 太田吉浩 はい、ありがとうございました。御質問頂きましてありがと

うございます。今日もですね、いろいろな議員の皆さん御質問頂きました。や

はり村の財産であるこの米づくり、生産力をいかにこれから持続可能なもの

にしていくのか。そういったことにはしっかりと、売り先、安定した価格での

売り先というものが必要になってまいります。工藤議員御指摘のように、ふる

さと納税を手段に私は農業公社みらい公社の立て直しも含めて、そしてこの

村の米づくりの持続可能性もしっかりと追求をしてまいりたい。そのための

販売のきっかけとして、このふるさと納税をさらに活用し、選挙で公約を掲げ

た目標達成を結果的にそうできるようにしてまいりたいと考えております。

引き続きのさまざまな議会からの御提案なども頂きながら、一緒になってこ



れからまた村づくりを取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞ前向き

な御提案ちょうだいできますようお願い申し上げまして、私から答弁とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長 山室昭憲 以上で、２番工藤議員の質問を終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 以上で本定例会に付議されました本日の日程は全て終了い

たしました。９月９日、１０日は各常任委員会、１１日は２条常任委員会の合

同常任委員会を開催いたします。執行部から提案されました案件について、十

分な審査と１２日の本会議に臨まれるようお願いをいたします。本日はこれ

にて散会いたします。 

 一同その場に御起立をお願いします。 

   礼。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午後４時００分 散会 
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開会 午前１０時００分 

―――――――〇――――――― 

○議長 山室昭憲 おはようございます。定足数を満たしておりますので、ただ

いまから本日の会議を始めます。 

一同その場に御起立をお願いします。 

  礼。 

おはようございます。御着席願います。本日は、教育長より欠席届が出ており

ます。会議を始める前にお願いを申し上げます。会議中の携帯電話は、電源を

切っていただくか、マナーモードにしておいてください。本日の議事日程はお

手元に配付のとおりです。それでは、議案に沿って進めてまいります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１ 報告第６号 専決処分事項の報告について 

○議長 山室昭憲 日程第１、報告第６号、専決処分事項の報告についてを議題

といたします。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで、報告第６号についてを終わり

ます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２ 報告第７号 専決処分事項の報告について 

○議長 山室昭憲 日程第２、報告第７号、専決処分事項の報告についてを議題

といたします。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで、報告第７号についてを終わり

ます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第３ 報告第８号 令和６年度決算に基づく健全化、判断比率及び資

金不足比率の報告について 

○議長 山室昭憲 日程第３、報告第８号、令和６年度決算に基づく健全化、判

断比率及び資金不足比率の報告についてを議題といたします。質疑ありませ

んか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 これで、報告第８号について終わります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第４ 報告第９号 令和６年度一般社団法人南阿蘇村農業みらい公社

経営状況について 

○議長 山室昭憲 日程第４、報告第９号、令和６年度一般社団法人南阿蘇村農



業みらい公社経営状況についてを議題といたします。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで、報告第９号についてを終わり

ます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第５ 報告第１０号 令和６年度株式会社あそ望の郷南阿蘇経営状況

について 

○議長 山室昭憲 日程第５、報告第１０号、令和６年度株式会社あそ望の郷南

阿蘇経営状況についてを議題といたします。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで、報告第１０号について終わり

ます。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第６ 報告第１１号 令和６年度南阿蘇鉄道株式会社経営状況につい  

  て 

○議長 山室昭憲 日程第６、報告第１１号、令和６年度南阿蘇鉄道株式会社経

営状況についてを議題といたします。質疑ございませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。これで報告第１１号についてを終わ

ります。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第７ 常任委員長報告 

○議長 山室昭憲 日程第７、常任委員長報告。各常任委員会に付託しました。

認定第１号から認定第７号までを一括議題といたします。本件については、各

常任委員会に審査を付託しておりましたので、各常任委員長から報告を求め

ます。総務産業常任委員会市原恵一委員長に報告を求めます。 

○総務産業委員長 市原恵一 常任委員長の市原です。定例会初日に、本委員会

に付託されました。認定第１号、令和６年度一般会計決算の認定について、去

る９月９日、本委員会を開催し、付託された案件につきまして、所管する総務

課、企画観光課、税務課、農政課、建設課、会計課、議会事務局、計７課に、

主要施策成果説明をもとに、各課から説明を受け、審議を行い、審査いたしま

した。執行部から、詳しい説明があり、委員からの質問にも丁寧に回答頂きま

した。委員会で慎重審議を行った結果、認定第１号、令和６年度一般会計決算

の認定について、につきましては、全員賛成により原案どおり可決し、認定す

るものと決定いたしました。以上、総務産業委員会の報告を終わります。 

○議長 山室昭憲 次に、文教厚生常任委員会岡智則委員長に報告を求めます。 



○文教厚生常任委員長 岡智則 文教厚生委員長の岡です。定例会初日に、本案

は、本委員会に付託されましたのは、認定第１号、令和６年度一般会計決算の

認定についてから、認定第７号、令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決算の認

定についてまでの計７議案であります。去る９月１０日に、本委員会を開催し、

付託された案件につきまして、所管する定住促進課、住民福祉課、健康推進課、

子育て支援課、保育所、水環境課、教育委員会事務局、計７課に主要施策成果

説明書を基に、各課から説明を受け、質疑を行い、審議いたしました。執行部

から詳しく説明があり、委員からの質問にも丁寧に回答頂きました。委員会で

慎重審議を行った結果、認定第１号、令和６年度一般会計決算の認定について

から、認定第７号、令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決算の認定についてま

での計７議案につきましては、全員賛成により原案どおり可決し、認定すべき

ものと決定いたしました。以上、文教厚生常任委員会の報告を終わります。 

○議長 山室昭憲 これより委員長の報告に対する質疑を行います。質疑あり

ませんか。ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。これから日程第８、認定第１号、令和

６年度南阿蘇村一般会計決算の認定についてを採決をいたします。本案に対

する委員長の報告は可決です。本案は委員長報告のとおり、決定することに賛

成の方は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決し、認定することに

決定をいたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第 9   認定第２号 令和６年度南阿蘇村国民健康保険特別会計決算

の認定について  

日程第 10   認定第３号 令和６年度南阿蘇村介護保険特別会計決算の

認定について  

日程第 11   認定第４号 令和６年度南阿蘇村後期高齢者医療特別会計

決算の認定について  

日程第 12   認定第５号 令和６年度南阿蘇村上水道事業会計決算の認

定について  

日程第 13   認定第６号 令和６年度南阿蘇村簡易水道事業会計決算の

認定について  

日程第 14   認定第７号 令和６年度南阿蘇村下水道事業会計決算の認

定について  

 



○議長 山室昭憲 次に、日程第９、認定第２号から、日程第１４、認定第７号

までの６議案を一括して採決をいたします。本案に対する委員長の報告では

可決です。本案は委員長報告のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決し、認定することに

決定をいたしました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１５ 議案第３３号 南阿蘇村特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に、関する条例の一部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第１５、議案第３３号、南阿蘇村特別職の職員で非常勤

のものの報酬及び費用弁償に、関する条例の一部改正についてを議題とし、質

疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１６ 議案第３４号 南阿蘇村特別職報酬等審議会条例の一部改正

について 

○議長 山室昭憲 日程第１６、議案第３４号、南阿蘇村特別職報酬等審議会条

例の一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１７ 議案第３５号 南阿蘇村職員の育児休業等に関する条例の一

部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第１７、議案第３５号、南阿蘇村職員の育児休業等に関



する条例の一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありません

か。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１８ 議案第３６号 南阿蘇村職員の勤務時間、休暇等に関する条

例の一部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第１８、議案第３６号、南阿蘇村職員の勤務時間、休暇

等に関する条例の一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

〇議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第１９ 議案第３７号 南阿蘇村上水道事業給水条例の一部改正につ

いて 

○議長 山室昭憲 日程第１９、議案第３７号、南阿蘇村上水道事業給水条例の

一部に一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。７

番河内議員。  

○７番 河内克也 はい７番河内です。水・環境課長にお尋ねいたします。この

条例改正案については常任委員会で詳しく説明がありました。そして昨日の

合同常任委員会でも工藤議員から質問があり、また周知の必要性についてお

話がありました。これはもう公布の日から施行するということは即時施行で

あり、しかし、来年の４月５月の使用料から始まるということでした。そこで

私も議員として、そして議選の監査委員として、もう一つどうしても聞いてお

かなければと押さえておかなければということが出てきましたのでお尋ねい

たします。２か月に１回の検診になると。そして、それに伴って請求事務、引



き落としも２か月に１回になるということで、業務の効率化ということで、実

際、人件費それから消耗品費、印刷費、通信費等の役務費等が影響してくると

思います。そこらでどういった削減効果があるかということを課長にお尋ね

いたします。以上です。 

○議長 山室昭憲 はい、今村水・環境課長。 

○水・環境課長 今村隆博 はい。水・環境課長の今村です。７番河内議員の御

質問にお答えします。この条例改正は、水道料金の調定、賦課の間隔を現在の

１か月から２か月ごとに変更するものです。この改正は二つの重要な目的を

達成するために必要不可欠であると考えております。まず、水道事業経費削減、

これにつきましては、料金徴収に関わる多岐にわたる費用を削減することを

目的としています。具体的には、検診委託料、料金徴収業務委託料、納付書代、

納付書郵送代に加え、口座振替手数料、納付書払いの際の銀行窓口手数料、コ

ンビニ収納手数料、さらには検診機のロール紙とか、さまざまな経費の削減を

見込んでおります。これにより年間で約４５０万円の経費削減を見込んでお

ります。水道事業の財政健全化に大きく貢献します。次に、もう一つ、検診の

負担軽減と、後継者不足への対応、これにつきましては、健診業務の回数を半

減させることで、検診員の負担を軽減し、深刻な課題となっています検針員の

後継者不足への対応を図ります。将来にわたって、安定した水道事業を維持す

るため、検針の業務の会計、環境を改善することは急務であり、今回の改正は

その第一歩になると思います。これらの理由から、料金の調定、賦課、間隔の

変更は水道事業の効率化を図り、村民の皆様への安定的な水供給を継続する

ための重要な施策であると御理解頂ければ幸いです。以上、答弁といたします。 

○議長 山室昭憲 河内議員。 

○７番 河内克也 はい、ありがとうございました。４５０万の削減でもろもろ

いっぱい影響してくるということです。昨日帰って南阿蘇水道ビジョンとい

うこと本を読んでおりました。この中の業務の効率化ということで合致する

ということで、さっきも言いましたように、議選の監査委員としてもですね、

そこら辺把握できてよかったと思います。次の賛成討論ですけども、賛成討論

では申し上げませんが、是非やって進めていっていただきたいと思います。あ

りがとう、ありがとうございました。以上です。 

○議長 山室昭憲 ほかにございませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 なしと認めます。討論を行います。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 



[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２０ 議案第３８号 南阿蘇村新型インフルエンザ等対策本部条例

の一部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第２０、議案第３８号、南阿蘇村新型インフルエンザ等

対策本部条例の一部改正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませ

んか。 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２１ 議案第３９号 南阿蘇村名誉村民条例の一部改正について 

○議長 山室昭憲 日程第２１、議案第３９号、南阿蘇村名誉村民条例の一部改

正についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２２ 議案第４０号 令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算第２号

について 

○議長 山室昭憲 日程第２２、議案第４０号、令和７年度南阿蘇村一般会計補

正予算第２号についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。あり

ませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありません

か。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま



す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２３ 議案第４１号 令和７年度南阿蘇村国民健康保険特別会計補

正予算第１号について 

○議長 山室昭憲 日程第２３、議案第４１号、令和７年度南阿蘇村国民健康保

険特別会計補正予算第１号についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は、原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２４ 議案第４２号 令和７年度南阿蘇村介護保険特別会計補正予

算第１号について 

○議長 山室昭憲 日程第２４、議案第４２号、令和７年度南阿蘇村介護保険特

別会計補正予算第１号についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありません

か。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２５ 議案第４３号 令和７年度南阿蘇村上水道事業会計補正予算

第１号について 

○議長 山室昭憲 日程第２５、議案第４３号、令和７年度南阿蘇村上水道事業

会計補正予算第１号についてを議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 



[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２６ 議案第４４号 令和７年度南阿蘇村簡易水道事業会計、会計

補正予算第１号について 

○議長 山室昭憲 日程第２６、議案第４４号、令和７年度南阿蘇村簡易水道事

業会計、会計補正予算第１号についてを議題といたします。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２７ 議案第４５号 村道路線の認定について 

○議長 山室昭憲 日程第２７、議案第４５号、村道路線の認定についてを議題

とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論を行います。討論はありません

か。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は、原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２８ 議案第４６号 工事請負契約の締結について 

○議長 山室昭憲 日程第２８、議案第４６号、工事請負契約の締結についてを

議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 



○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第２９ 議案第４７号 工事請負契約の締結について 

○議長 山室昭憲 日程第２９、議案第４７号、工事請負契約の締結についてを

議題とし、質疑に入ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 本案に賛成の方は挙手をお願いします。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第 30  議案第 48 号 令和７年度南阿蘇村一般会計補正予算（第３

号）について  

日程第 31  議案第 49 号 財産の取得について  

○議長 山室昭憲 日程第３０、議案第４８号、令和７年度南阿蘇村一般会計補

正予算第３号について、及び日程第３１、議案第４９号、財産の取得について

を議題といたします。それでは、提案理由の説明を村長に求めます。村長。 

○村長 太田吉浩 本日、追加議案といたしまして、本定例会に上程いたします

のは、一般会計補正予算が１件、財産の取得が１件でございます。それでは議

案につきまして、説明を申し上げます。議案第４８号、令和７年度南阿蘇村一

般会計補正予算第３号についてであります。追加する補正予算は、ふるさと納

税の急激な増額により、その経費について緊急に予算措置する必要が生じた

ため、歳入歳出それぞれ６億円を増額し、総額を１１８億５,６４８万８,００

０円とする補正予算であります。歳入補正につきましては、寄附金を６億円増

額します。また歳出補正につきましては、総務費において、ふるさと納税のふ

るさと寄附金の増額を見込み、返礼品の購入費や中間業者との業務委託など

に要する経費として、予備費を３億円、増額計上するものであります。以上が

補正予算に関する提案説明であります。次に、議案第４９号財産の取得につい

てであります。本議案は、令和７年９月１０日に開札を行い、仮契約を締結し

ました。あそ望の郷くぎのの久木野厨房機器の売買契約について、取得価格が

７００万円以上となることから、議会の議決に付すべき契約、及び財産の取得、

または処分に関する条例第３条の規定に基づき、議会の議決をお願いするも

のでございます。取得する物件は業務用冷凍庫、製氷機などの厨房機器であり、



施設の運営に必要な経費、備品として整備するものであります。契約金額及び

契約の相手方などは、記載のとおりでございます。以上が追加議案の提案理由

でございます。何とぞ御理解を賜り、議決頂きますようよろしくお願いをいた

します。 

○議長 山室昭憲 これより日程第３０、議案４８号、令和７年度南阿蘇村一般

会計補正予算第３号についての質疑に入ります。質疑ありませんか。ありませ

んか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論行います。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

○議長 山室昭憲 日程第３１、議案第４９号、財産の取得についての質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 質疑なしと認めます。討論はありませんか。 

[「ありません」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 討論なしと認めます。本案に賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

[全員挙手] 

○議長 山室昭憲 全員賛成により、本案は原案どおり可決されました。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

  日程第３２ 閉会中の継続調査について 

○議長 山室昭憲 日程第３２、閉会中の継続調査についてを議題といたしま

す。各委員長より、所管事務調査及び付託中の事務調査について、タブレット

に配付の閉会中の継続調査申出一覧表のとおりの申出があっております。こ

れに御異議ございませんか。 

[異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。よって、各委員長の申出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定をいたしました。お諮りします。本定例会中、

議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、

会議規則第４５条の規定により、議長に委任していただきたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。 



[「異議なし」と呼ぶ者あり] 

○議長 山室昭憲 異議なしと認めます。したがって、議決の結果生じた条項、

字句、数字その他の整理を要するものにつきましては、議長に委任することと

決定をいたしました。以上で、本定例会に付議されました案件は全て終了いた

しました。会議規則第８条の規定により、令和７年、第３回南阿蘇村議会定例

会を閉会いたします。一同その場に御起立をお願いします。 

  礼。 

お疲れさまでした。 

－－－－－－－〇－－－－－－－ 

午前１０時３０分 閉会 

 

 


